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〇

は
じ
め
に

一

須
田
守
「
取
消
訴
訟
に
お
け
る
『
完
全
な
審
査
』」

ア

論
文
の
概
要

ⅰ

第
一
章
「
完
全
な
審
査
の
意
味
」

ⅱ

第
二
章
「
完
全
な
審
査
の
あ
ら
わ
れ
」

ⅲ

第
三
章
「
完
全
な
審
査
の
理
論
的
基
礎
」

ⅳ

第
四
章
「
行
政
裁
判
の
場
の
設
定
」

イ

コ
メ
ン
ト

ⅰ

「
完
全
な
審
査
」
と
い
う
視
点

ⅱ

「
完
全
な
審
査
」
と
職
権
探
知
主
義

〔
論

説
〕職

権
探
知
主
義
の
諸
相

須
田
守
「
取
消
訴
訟
に
お
け
る
『
完
全
な
審
査
』」
を
手
掛
か
り
に

巽

智

彦
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ⅲ

「
完
全
な
審
査
」
の
具
体
的
な
あ
り
方

二

職
権
探
知
主
義
の
諸
相

ア

裁
判
所
の
職
権
探
知
主
義

ⅰ

職
権
探
知
主
義
の
多
義
性

・
弁
論
主
義
の
対
概
念
性

・
職
権
探
知
の
権
限
と
義
務

ⅱ

職
権
探
知
義
務
に
関
す
る
法
制

・
日
本
―
―
職
権
探
知
権
限

・
ド
イ
ツ
―
―
職
権
探
知
義
務

ⅲ

職
権
探
知
義
務
を
把
握
す
る
た
め
の
理
論
枠
組
み

・
職
権
探
知
義
務
と
解
明
度

・
解
明
度
と
成
熟
性

イ

行
政
庁
の
職
権
探
知
主
義

〇

は
じ
め
に

本
稿
は
、
須
田
守
「
取
消
訴
訟
に
お
け
る
『
完
全
な
審
査
』（
一
）
～
（
五
・
完
）」
法
学
論
叢
一
七
八
巻
一
号
～
同
六
号
（
二
〇
一
五

―
一
六
）（
以
下
、「
本
論
文
」
と
す
る
）
の
論
評
を
通
じ
て
、
行
政
法
学
に
お
け
る
職
権
探
知
主
義
の
諸
相
に
光
を
当
て
、
議
論
に
一
定
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の
見
通
し
を
つ
け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
論
文
は
同
氏
の
博
士
論
文
の
一
部
で
あ
り
、
そ
の
残
部
は
、
須
田
守
「
理
由
提
示
と
処
分
理
由
（
一
）
～
（
四
・
完
）」
法

学
論
叢
一
七
九
巻
一
号
～
同
四
号
（
二
〇
一
六
）
お
よ
び
そ
の
続
編
と
し
て
、
順
次
公
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
現
段
階
で
本
論
文

の
み
を
取
り
出
し
て
論
評
す
る
こ
と
に
は
、
著
者
の
意
図
を
枉
げ
て
伝
え
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
本
論
文

は
そ
の
後
の
論
文
の
考
察
の
前
提
を
整
え
る
た
め
の
相
対
的
に
独
立
し
た
テ
ー
マ
を
扱
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
、
ま
た
そ
の
テ
ー

マ
自
体
が
大
い
に
魅
力
的
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
が
本
論
文
を
契
機
と
し
て
取
り
上
げ
る
職
権
探
知
主
義
の
考
察
か
ら
、
翻
っ
て

本
論
文
の
潜
在
力
が
明
ら
か
に
な
る
部
分
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
敢
え
て
本
論
文
を
独
立
に
論
評
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
も
一
定
の
意
義

が
あ
る
と
考
え
、
本
稿
を
執
筆
し
た
次
第
で
あ
る
。

※
本
稿
は
、
基
盤
研
究
（
A
）
16H
01976（
研
究
代
表
者
：
高
木
光
）
の
一
環
と
し
て
二
〇
一
七
年
三
月
二
七
日
に
京
都
大
学
に
て

開
催
さ
れ
た
研
究
会
に
お
け
る
報
告
原
稿
に
、
当
日
の
質
疑
応
答
を
踏
ま
え
て
若
干
の
加
筆
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
報
告
の

機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
高
木
光
教
授
お
よ
び
仲
野
武
志
教
授
、
雑
駁
な
書
評
に
対
し
て
真
摯
な
応
答
を
く
だ
さ
っ
た
須
田
守
准

教
授
、
な
ら
び
に
参
加
さ
れ
た
諸
先
生
方
に
こ
の
場
を
借
り
て
感
謝
を
申
し
上
げ
る
。

一

須
田
守
「
取
消
訴
訟
に
お
け
る
『
完
全
な
審
査
』」

以
下
で
は
ま
ず
、
本
論
文
の
概
要
を
紹
介
し
（
一
ア
）、
主
と
し
て
本
論
文
が
も
た
ら
す
日
本
法
へ
の
示
唆
に
関
し
て
簡
単
に
コ
メ
ン

ト
す
る
（
一
イ
）。
以
下
、
本
論
文
の
引
用
は
連
載
回
数
と
頁
数
を
指
示
し
て
行
う
（「（
一
）
一
〇
頁
」
な
ど
）。
ま
た
、
本
稿
で
検
討
素
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材
と
す
る
ド
イ
ツ
の
法
文
に
つ
い
て
は
、
参
考
の
た
め
そ
の
都
度
文
末
脚
注
に
掲
げ
る
こ
と
と
し
た
。

ア

論
文
の
概
要

本
論
文
は
、
第
一
章
「
完
全
な
審
査
の
意
味
」、
第
二
章
「
完
全
な
審
査
の
あ
ら
わ
れ
」、
第
三
章
「
完
全
な
審
査
の
理
論
的
基
礎
」、

第
四
章
「
行
政
裁
判
の
場
の
設
定
」
の
全
四
章
か
ら
な
る
。

ⅰ

第
一
章
「
完
全
な
審
査
の
意
味
」

第
一
章
で
は
、
本
論
文
の
目
的
お
よ
び
考
察
対
象
が
明
ら
か
に
さ
れ
、「
事
案
の
成
熟
性
（
Spruchreife）」
の
概
念
が
考
察
の
出
発

点
に
据
え
ら
れ
る
。

本
論
文
は
、
裁
判
所
に
よ
る
行
政
活
動
の
「
統
制
手
法
の
選
択
に
関
す
る
問
題
の
解
決
を
、
で
き
る
限
り
法
理
論
的
に
構
成
し
て
い
く

た
め
の
寄
与
を
な
す
こ
と
を
目
的
と
」
す
る
も
の
で
あ
る
（（
一
）
四
一
頁
）。
こ
こ
で
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
「
統
制
手
法
の
選
択
」
と

は
、
い
わ
ゆ
る
「
過
程
の
統
制
」
と
「
結
果
の
統
制
」
と
の
選
択
で
あ
る
（（
一
）
三
七
―
三
九
頁
）。
ま
た
、
こ
の
問
題
が
司
法
統
制
を

通
じ
た
行
政
過
程
と
司
法
過
程
と
の
役
割
分
担
と
い
う
よ
り
普
遍
的
な
問
題
に
も
関
わ
る
こ
と
が
、
正
当
に
意
識
さ
れ
て
い
る
（（
一
）

四
〇
―
四
一
頁
）。

こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
本
論
文
が
取
り
組
む
の
は
、
筆
者
が
「
完
全
な
審
査
」
と
呼
ぶ
、
ド
イ
ツ
の
行
政
訴
訟
に
特
徴
的
な
審

理
モ
デ
ル
の
分
析
な
い
し
解
明
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
完
全
な
審
査
」
は
、
結
果
の
統
制
を
行
う
審
理
形
態
な
い
し
統
制
手
法
と
位
置
付

け
ら
れ
て
い
る
（（
一
）
四
三
―
四
四
頁
）。
よ
り
具
体
的
に
は
、
筆
者
は
「
完
全
な
審
査
」
を
「
事
案
の
成
熟
性
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
で
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行
わ
れ
る
行
政
決
定
の
裁
判
的
統
制
の
態
様
」
と
し
て
理
解
し
、
行
政
裁
判
所
に
こ
の
「
事
案
の
成
熟
性
を
も
た
ら
す
こ
と
が
、
原
則
と

し
て
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
」
点
に
、
ド
イ
ツ
の
議
論
の
特
色
を
見
出
す
（（
一
）
四
七
頁
）。
こ
の
特
色
は
、
一
九
九
〇
年
改
正
に
よ
り

挿
入
さ
れ
た
行
政
裁
判
所
法
一
一
三
条
三
項（

i
）一

文
が
、「
裁
判
所
は
、
さ
ら
な
る
事
案
の
解
明
（
eine
w
eitere
Sachaufklärung）
が

必
要
と
思
料
す
る
な
ら
ば
、
な
お
必
要
と
な
る
調
査
が
、
そ
の
態
様
ま
た
は
範
囲
に
照
ら
し
て
過
大
（
erheblich）
で
あ
り
、
か
つ
関

係
人
の
申
立
て
を
考
慮
し
て
も
取
消
し
が
有
益
で
あ
る
（
sachdienlich）
場
合
に
か
ぎ
り
、
当
該
事
案
を
自
身
で
判
断
す
る
こ
と
な
く

し
て
行
政
行
為
お
よ
び
異
議
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、
裏
面
に
お
い
て
際
立
つ
こ
と
と
な
っ
て
い

る
（（
一
）
五
〇
―
五
二
頁
）。
本
論
文
は
、
こ
の
「
事
案
の
成
熟
性
導
出
義
務
」
が
、
義
務
付
け
訴
訟(１
)の
み
な
ら
ず
取
消
訴
訟
に
お
い
て

も
妥
当
す
る
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
の
行
政
訴
訟
に
通
底
す
る
も
の
と
し
て
、
特
徴
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。

ⅱ

第
二
章
「
完
全
な
審
査
の
あ
ら
わ
れ
」

続
く
第
二
章
で
は
、
手
続
瑕
疵
の
審
理
（
第
一
節
）
と
実
体
瑕
疵
の
審
理
（
第
二
節
）
と
に
分
節
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
完
全
な

審
査
」
な
い
し
結
果
の
統
制
の
あ
り
方
、
換
言
す
れ
ば
「
事
案
の
成
熟
性
」
概
念
の
機
能
が
描
か
れ
る
。
前
者
に
関
し
て
は
、
手
続
瑕
疵

の
取
消
事
由
該
当
性
を
否
定
す
る
議
論
が
、
後
者
に
関
し
て
は
、
理
由
の
差
替
え
を
許
容
す
る
議
論
が
、
そ
れ
ぞ
れ
深
掘
り
さ
れ
る
。
要

す
る
に
本
論
文
は
、
手
続
瑕
疵
の
取
消
事
由
該
当
性
が
否
定
さ
れ
る
場
合
に
も
、
理
由
の
差
替
え
が
許
容
さ
れ
る
場
合
に
も
、
裁
判
所
は

処
分
の
結
果
に
着
目
し
た
統
制
を
志
向
し
て
い
る
と
見
て
、
こ
れ
ら
を
「
事
案
の
成
熟
性
」
の
下
で
の
「
完
全
な
審
査
」
の
あ
ら
わ
れ
と

位
置
付
け
る
の
で
あ
る
。
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手
続
瑕
疵
に
関
し
て
は
、「
当
該
事
案
に
お
い
て
異
な
る
決
定
が
な
さ
れ
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
場
合
」
に
は
、
手
続
、
形
式
ま
た
は

土
地
管
轄
に
関
す
る
規
定
の
違
反
の
み
で
は
行
政
行
為
の
取
消
し
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
規
定
（
連
邦
行
政
手
続
法
旧
四
六

条（
ii
））

を
巡
る
議
論
が
紹
介
さ
れ
る
。
こ
の
条
文
の
理
解
と
し
て
は
、
一
方
で
、
実
際
に
な
さ
れ
た
処
分
の
結
果
が
実
体
的
に
適
法
か
否
か

の
判
断
を
先
行
さ
せ
、
そ
れ
が
適
法
で
あ
る
以
上
は
「
異
な
る
決
定
」
が
あ
り
え
た
か
否
か
を
問
わ
ず
手
続
瑕
疵
の
取
消
事
由
該
当
性
が

否
定
さ
れ
る
と
見
る
も
の
（（
二
）
四
一
―
四
三
頁
）
と
、
他
方
で
、
実
際
に
な
さ
れ
た
も
の
と
は
「
異
な
る
決
定
」
が
な
さ
れ
え
た
か

否
か
の
判
断
を
先
行
さ
せ
、
そ
れ
が
な
さ
れ
え
た
場
合
に
は
実
際
に
な
さ
れ
た
処
分
の
結
果
が
実
体
的
に
適
法
で
あ
っ
て
も
手
続
瑕
疵
の

取
消
事
由
該
当
性
を
肯
定
す
る
も
の
と
が
存
在
し
た
（（
二
）
四
四
―
四
七
頁
）。
前
者
の
理
解
は
、
事
案
の
成
熟
性
導
出
義
務
を
妥
当
さ

せ
、「
完
全
な
審
査
」
を
原
則
と
す
る
理
解
と
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
の
理
解
は
、
そ
う
し
た
理
解
か
ら
は
距
離

を
置
く
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
現
在
の
同
法
四
六
条（

iii
）は

、「
違
反
が
当
該
事
案
に
お
け
る
決
定
に
対
し
て
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
こ
と

が
明
白
で
あ
る
場
合
」
に
取
消
事
由
該
当
性
を
否
定
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
も
同
様
の
議
論
が
あ
る
よ
う
で

あ
る
（（
二
）
四
九
―
五
一
頁
）。

実
体
瑕
疵
に
関
し
て
は
、
理
由
の
差
替
え
の
許
否
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
の
議
論
が
紹
介
さ
れ
る
。
一
方
で
、
や
は
り
行
政
裁
判
所
の
「
事

案
の
成
熟
性
導
出
義
務
」
を
前
提
に
、
理
由
の
差
替
え
を
原
則
と
し
て
許
容
す
る
立
場
が
多
数
で
あ
る
旨
が
紹
介
さ
れ
（（
二
）
五
一
―

五
五
頁
）、
他
方
で
、「
必
要
と
さ
れ
る
理
由
提
示
が
事
後
に
な
さ
れ
た
と
き
」
に
手
続
な
い
し
形
式
の
瑕
疵
の
治
癒
を
規
定
す
る
連
邦
行

政
手
続
法
四
五
条
一
項
二
号（

iv
）、

ま
た
そ
の
治
癒
の
時
的
限
界
を
「
前
置
手
続
の
終
結
ま
た
は
行
政
訴
訟
の
提
起
ま
で
」
に
設
定
し
た
同
旧

二
項（

v
）の

解
釈
と
し
て
、
理
由
の
差
替
え
を
制
限
す
る
理
解
が
紹
介
さ
れ
る
。
し
か
し
、
後
者
の
理
由
の
差
替
え
を
制
限
す
る
理
解
は
、
法

改
正
に
よ
り
治
癒
の
時
的
限
界
が
「
行
政
裁
判
手
続
の
最
終
口
頭
弁
論
終
結
時
ま
で
」
に
緩
和
さ
れ
た
（
現
四
五
条
二
項（

vi
））

こ
と
に
よ
り
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拠
り
所
を
失
い
、
違
法
判
断
の
基
準
時
に
関
す
る
処
分
時
説
、
原
告
の
法
的
審
問
請
求
権
の
一
部
と
し
て
の
公
正
な
手
続
の
要
請
、
訴
訟

物
と
し
て
の
行
政
行
為
の
本
質
の
維
持
と
い
っ
た
、他
の
各
種
の
論
拠
に
直
截
に
依
拠
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る（（
二
）五
八
―
六
三
頁
）。

ま
た
、
手
続
瑕
疵
、
実
体
瑕
疵
の
い
ず
れ
に
関
し
て
も
、
裁
量
決
定
に
お
い
て
は
特
有
の
議
論
が
あ
る
。
裁
量
決
定
に
つ
い
て
は
、
伝

統
的
に
手
続
瑕
疵
の
取
消
事
由
該
当
性
が
覊
束
行
為
よ
り
も
広
く
認
め
ら
れ
て
お
り
、「
事
案
の
成
熟
性
導
出
義
務
」
が
妥
当
し
な
い
も

の
と
解
さ
れ
て
き
た
（（
二
）
四
七
―
四
八
頁
）。
ま
た
、
一
九
九
六
年
改
正
後
の
行
政
裁
判
所
法
一
一
四
条（

vii
）二

文
は
、「
行
政
庁
は
、
行

政
行
為
に
関
す
る
裁
量
上
の
考
慮
を
、
行
政
裁
判
所
に
お
け
る
手
続
に
お
い
て
も
な
お
、
追
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
、
理
由
の

追
完
を
明
文
で
予
定
し
て
い
る
（（
二
）
六
三
―
六
九
頁
）。

ⅲ

第
三
章
「
完
全
な
審
査
の
理
論
的
基
礎
」

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
手
続
、
実
体
の
双
方
に
わ
た
る
「
完
全
な
審
査
」
を
支
え
る
の
が
、
い
か
な
る
制
度
な
い

し
思
考
で
あ
る
の
か
で
あ
る
。
第
三
章
で
は
、
こ
の
「
完
全
な
審
査
」
の
理
論
的
基
礎
が
、
多
面
的
に
探
究
さ
れ
る
。

ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
行
政
裁
判
所
の
権
限
に
関
す
る
ド
イ
ツ
特
有
の
理
解
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
実
体
的
に
唯
一
の
正
し
い
決

定
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
手
続
は
そ
れ
を
発
見
す
る
た
め
の
奉
仕
的
機
能
（
dienende
Funktion
des
V
erfahrens）
を
有
す

る
に
留
ま
る
と
の
理
解
が
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
と
と
も
に
浮
き
彫
り
と
さ
れ
る
（（
三
）
二
―
一
三
頁
）。
ま
た
、
そ
の
理
解
を
巡
る
議

論
に
際
し
て
援
用
さ
れ
る
、
民
事
訴
訟
に
お
け
る
上
訴
審
の
あ
り
か
た
に
関
す
る
議
論
も
瞥
見
さ
れ
る
（（
三
）
一
三
―
一
九
頁
）。

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
行
政
裁
判
所
の
権
限
理
解
を
具
体
的
に
敷
衍
し
た
も
の
と
し
て
、
職
権
探
知
主
義
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
。「
裁

判
所
は
関
係
事
実
を
職
権
に
よ
り
調
査
す
る
」
と
す
る
行
政
裁
判
法
八
六
条
一
項（

viii
）一

文
は
、
行
政
裁
判
所
に
事
案
解
明
の
た
め
の
権
限
お
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よ
び
義
務
を
与
え
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（（
四
）
二
八
―
三
四
頁
）。
こ
の
行
政
裁
判
所
の
職
権
探
知
は
、
行
政
行
為
に
よ
る
規
律

（
Regelung）
を
単
位
と
し
て
枠
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
（（
四
）
三
四
―
四
三
頁
）。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
行
政
裁
判
所
の
権
限
理
解
を
支
え
る
も
の
と
し
て
、
基
本
法
の
条
文
が
挙
げ
ら
れ
る
。
同
一
九
条
四
項（

ix
）は

、
公
権

力
に
よ
り
権
利
を
毀
損
さ
れ
た
者
に
対
し
て
裁
判
所
へ
の
出
訴
の
手
段
を
保
障
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
「
権
利
」
に
は
手
続
に
関
す
る

利
益
が
含
ま
れ
な
い
と
解
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
、
同
条
は
「
完
全
な
審
査
」
を
原
則
と
し
て
要
請
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
ま
た

同
二
〇
条
三
項（

x
）は

、
執
行
権
（
die
vollziehende
Gew
alt）
が
法
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
が
、
こ
こ
で
裁
判
所
が
担
保
す

る
の
は
、
や
は
り
行
政
の
実
体
法
へ
の
拘
束
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（（
四
）
二
九
―
三
〇
頁
、
四
三
―
四
六
頁
）。

他
方
で
、
こ
う
し
た
「
完
全
な
審
査
」
の
原
則
が
、
違
法
性
、
権
利
毀
損
、
取
消
請
求
権
と
い
っ
た
諸
概
念
の
理
解
と
の
関
係
で
、
複

雑
な
議
論
の
対
立
を
招
い
て
い
る
こ
と
も
示
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
の
取
消
訴
訟
は
、
行
政
行
為
の
違
法
性
（
Rechtsw
idrigkeit）
と
そ
れ

に
基
づ
く
原
告
の
権
利
の
侵
害
（
Rechtsverletztung）
の
双
方
を
本
案
勝
訴
要
件
と
し
て
い
る
（
行
政
裁
判
所
法
一
一
三
条
一
項（

xi
）一

文
）。
手
続
瑕
疵
の
あ
る
行
政
行
為
が
違
法
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
が
、
そ
れ
が
行
政
行
為
の
取
消
し
を
導
か
な
い
こ
と
に
関
し
て

は
、
権
利
侵
害
要
件
が
否
定
さ
れ
る
と
理
解
す
る
か
、
権
利
侵
害
要
件
は
満
た
さ
れ
る
が
原
告
の
取
消
請
求
権
が
成
立
し
な
い
と
理
解
す

る
か
と
い
う
対
立
が
存
在
す
る
。
こ
の
対
立
の
背
景
に
も
、
や
は
り
「
権
利
」
を
実
体
法
に
引
き
付
け
て
理
解
す
る
か
否
か
の
問
題
が
伏

在
し
て
い
る
（（
四
）
四
八
―
六
〇
頁
）。

ⅳ

第
四
章
「
行
政
裁
判
の
場
の
設
定
」

先
述
の
通
り
、
ド
イ
ツ
の
取
消
訴
訟
は
、
違
法
性
と
権
利
侵
害
の
双
方
を
本
案
勝
訴
要
件
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
違
法
性
要
件
を
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重
視
し
、
裁
判
所
の
役
割
を
客
観
法
秩
序
の
維
持
に
引
き
付
け
て
見
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
権
利
侵
害
要
件
を
重
視
し
、
裁
判
所
の
役
割

を
主
観
法
な
い
し
権
利
の
保
護
に
引
き
付
け
て
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、
行
政
裁
判
所
を
行
政
と
と
も
に
事
案
の
規
律
を
行
う
「
行

為
者
」
と
見
る
か
、
行
政
の
活
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
「
判
定
者
」
な
い
し
統
制
者
と
し
て
見
る
か
と
い
う
視
点
の
違
い
も
、
諸
論
者

の
見
解
の
前
提
に
透
け
て
見
え
る
（（
五
）
三
五
―
五
〇
頁
）。
い
ず
れ
の
見
方
を
採
る
と
し
て
も
、「
完
全
な
審
査
」
の
原
則
な
い
し
「
事

案
の
成
熟
性
導
出
義
務
」
に
つ
い
て
一
義
的
に
解
答
が
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
見
方
を
整
理
す
る
こ
と
は
、「
完
全

な
審
査
」
を
正
当
化
し
、「
事
案
の
成
熟
性
導
出
義
務
」
を
要
請
す
る
諸
要
素
を
具
体
的
に
整
理
す
る
た
め
の
補
助
線
と
し
て
役
立
つ
。

最
後
に
筆
者
は
、
こ
う
し
た
「
完
全
な
審
査
」
を
巡
る
議
論
が
定
位
さ
れ
る
具
体
的
な
場
と
し
て
、
訴
訟
物
お
よ
び
既
判
力
の
客
体
的
範

囲
の
問
題
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
（（
五
）
五
〇
―
六
一
頁
）。

イ

コ
メ
ン
ト

ⅰ

「
完
全
な
審
査
」
と
い
う
視
点

著
者
は
、
裁
判
所
に
よ
る
行
政
活
動
の
統
制
手
法
の
選
択
と
い
う
具
体
的
な
問
題
関
心
を
出
発
点
と
し
つ
つ
も
、
ま
ず
も
っ
て
ド
イ
ツ

の
議
論
状
況
を
解
明
す
る
こ
と
に
注
力
し
て
お
り
（（
一
）
四
三
―
四
四
頁
）、
ド
イ
ツ
の
議
論
状
況
か
ら
具
体
的
な
示
唆
を
引
き
出
す
こ

と
に
は
慎
重
な
態
度
を
貫
い
て
い
る
（（
五
）
六
一
―
六
二
頁
）。
ド
イ
ツ
の
議
論
も
決
し
て
一
枚
岩
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
一
義
的
に
解

答
が
導
か
れ
る
と
の
期
待
が
楽
観
的
に
過
ぎ
る
こ
と
は
、
本
論
文
が
ま
さ
に
浮
き
彫
り
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

著
者
が
描
い
た
ド
イ
ツ
の
議
論
状
況
は
、
彼
の
国
に
お
い
て
決
し
て
明
瞭
に
語
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
に
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お
け
る
「
完
全
な
審
査
」
原
則
が
「
ド
イ
ツ
法
の
一
般
的
な
理
解
」
で
あ
る
旨
を
示
す
際
に
著
者
が
引
用
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
―
ア
ス
マ
ン

の
著
作
（（
一
）
三
六
―
三
七
頁
、
五
三
頁
註
二
）
は
、
裁
量
統
制
の
文
脈
に
お
け
る
「
完
全
な
法
適
用
審
査
（
vollständige

Rechtsanw
endungskontrolle）」
を
語
る
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
「
事
案
の
成
熟
性
」
と
の
関
わ
り
で
、
ま
た
覊
束
行
為
を
も
含

め
た
審
査
全
体
と
の
関
係
で
、「
完
全
な
審
査
」
を
語
る
わ
け
で
は
な
い(２
)。
む
し
ろ
「
完
全
な
審
査
」
は
、
こ
れ
ま
た
さ
ほ
ど
明
確
に
形

作
ら
れ
て
い
な
い
「
事
案
の
成
熟
性
」
を
め
ぐ
る
議
論
状
況
を
手
掛
か
り
と
し
て(３
)、
著
者
が
苦
心
し
て
抽
出
し
た
理
論
モ
デ
ル
で
あ
る
と

い
え
る
。
換
言
す
れ
ば
、
本
論
文
は
、
具
体
的
な
問
題
に
関
す
る
比
較
法
的
考
察
の
前
提
を
丁
寧
に
整
え
る
も
の
と
し
て
、
高
い
評
価
に

値
し
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
著
者
は
敢
え
て
「
完
全
な
審
査
」
や
「
事
案
の
成
熟
性
」
の
精
密
な
定
義
づ
け
を
避
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
す

な
わ
ち
、
著
者
は
「
完
全
な
審
査
」
や
「
事
案
の
成
熟
性
」
に
つ
い
て
、
過
程
の
統
制
に
対
比
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
結
果
の
統
制
と
い
う
概

念
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
ぼ
ろ
げ
に
そ
の
輪
郭
を
示
す
に
留
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
過
程
の
統
制
や
結
果
の
統
制

と
い
う
概
念
に
つ
い
て
も
、「
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
お
け
る
一
致
」
が
指
摘
さ
れ
る
に
留
ま
っ
て
い
る
（（
一
）
三
七
頁
）。
著
者
の
意

図
は
、「
完
全
な
審
査
」
を
措
定
す
る
こ
と
で
、
む
し
ろ
行
政
行
為
の
「
理
由
」
を
起
点
と
す
る
過
程
の
統
制
の
あ
り
方
を
際
立
た
せ
よ

う
と
す
る
点
に
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
（（
一
）
四
三
―
四
四
頁
）
が
、「
完
全
な
審
査
」
そ
れ
自
体
の
内
実
も
ま
た
、
こ
れ
に
続
く

諸
論
文
と
の
関
連
で
再
度
掘
り
下
げ
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

と
は
い
え
、
本
論
文
が
明
ら
か
に
し
た
ド
イ
ツ
の
議
論
状
況
か
ら
は
す
で
に
、
我
が
国
の
解
釈
論
お
よ
び
立
法
論
に
対
す
る
比
較
法
的

な
示
唆
を
ふ
ん
だ
ん
に
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
で
は
、
主
と
し
て
こ
の
観
点
か
ら
、
い
く
つ
か
の
コ
メ
ン
ト
を
試
み
る
。
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ⅱ

「
完
全
な
審
査
」
と
職
権
探
知
主
義

例
え
ば
ま
ず
、
裁
判
所
の
職
権
探
知
主
義
が
「
完
全
な
審
査
」
な
い
し
事
案
の
成
熟
性
導
出
義
務
を
要
請
す
る
と
い
う
ド
イ
ツ
の
議
論

（（
四
）
三
二
頁
）
は
、
弁
論
主
義
を
前
提
と
す
る
我
が
国
の
法
制
度
と
の
比
較
の
端
緒
を
得
る
た
め
に
、
さ
ら
に
精
査
さ
れ
る
べ
き
も
の

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
裁
判
所
の
職
権
探
知
義
務
は
、「
完
全
な
審
査
」
原
則
な
い
し
「
事
案
の
成
熟
性
」
導
出
義
務
を

達
成
な
い
し
履
行
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、「
完
全
な
審
査
」
原
則
な
い
し
「
事
案
の
成
熟
性
」
導
出
義
務

の
根
拠
は
別
の
点
に
求
め
ら
れ
る
と
見
る
余
地
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、「
完
全
な
審
査
」
な
い
し
「
事
案
の
成
熟
性
」
導
出
義
務
を
要

請
す
る
の
は
、
職
権
探
知
主
義
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
背
後
に
あ
る
司
法
観
な
い
し
行
政
裁
判
観
で
あ
る
と
言
え
な
い
か
。

こ
の
「
完
全
な
審
査
」
を
原
則
と
す
る
司
法
観
な
い
し
行
政
裁
判
観
は
、
基
本
法
一
九
条
四
項
お
よ
び
二
〇
条
三
項
が
手
続
で
は
な
く
実

体
の
問
題
に
引
き
付
け
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ（
一
ア
ⅲ
参
照
）、こ
こ
で
は
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
け
る「
実

体
法
志
向
」
の
沿
革
と
内
実
を
解
明
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
ろ
う
。

他
方
で
、
ド
イ
ツ
の
議
論
が
職
権
探
知
主
義
に
よ
り
「
完
全
な
審
査
」
原
則
が
導
か
れ
る
と
の
理
解
を
採
る
背
景
に
は
、
そ
も
そ
も
弁

論
主
義
の
下
で
は
「
完
全
な
審
査
」
原
則
は
成
り
立
ち
え
な
い
と
の
理
解
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
弁
論
主
義
を
前
提
と
す
る
場
合
、

た
と
え
ば
、
行
政
の
理
由
の
差
替
え
の
主
張
な
く
し
て
裁
判
所
が
他
の
理
由
を
審
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
。
本
論
文
が
焦

点
を
当
て
る
ド
イ
ツ
の
理
由
の
差
替
え
の
議
論
は
、
職
権
探
知
主
義
を
前
提
と
し
た
裁
判
所
に
よ
る
理
由
の
差
替
え
の
許
否
の
問
題
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
我
が
国
の
理
由
の
差
替
え
の
議
論
は
、
弁
論
主
義
を
前
提
と
し
た
行
政
庁
に
よ
る
理
由
の
差
替
え
の
許
否
の
問
題
で
あ

る
（（
二
）
五
三
頁
）。
換
言
す
れ
ば
、
弁
論
主
義
の
下
で
は
裁
判
所
の
「
事
案
の
成
熟
性
」
導
出
義
務
が
履
行
さ
れ
得
ず
、
我
が
国
で
は
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「
完
全
な
審
査
」
原
則
は
妥
当
し
え
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。

し
か
し
、「
完
全
な
審
査
」
原
則
は
、
弁
論
主
義
の
下
で
も
一
定
の
含
意
を
持
つ
。
一
方
で
、
弁
論
主
義
の
下
で
も
、
裁
判
所
は
当
事

者
に
対
し
て
釈
明
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
民
事
訴
訟
法
一
四
九
条
）。
他
方
で
、
弁
論
主
義
を
前
提
と
す
る
日
本
の
裁
判
所
も
、
手
続

瑕
疵
の
取
消
事
由
該
当
性
を
否
定
す
る
こ
と
が
あ
り(４
)、
理
由
の
差
替
え
を
許
容
す
る
こ
と
が
あ
る(５
)。
そ
こ
で
、
裁
判
所
が
当
事
者
に
結
果

の
統
制
に
係
る
主
張
を
行
う
よ
う
釈
明
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
弁
論
主
義
の
下
で
「
完
全
な
審
査
」
を
志
向
す
る
こ
と
も
、
考
え
ら
れ
な

く
は
な
い
。
こ
こ
で
も
や
は
り
、
職
権
探
知
主
義
の
妥
当
如
何
と
は
切
り
離
し
た
形
で
、「
完
全
な
審
査
」
を
要
請
す
る
原
理
そ
の
も
の

を
探
究
す
る
こ
と
が
、
我
が
国
の
解
釈
論
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
同
時
に
、
こ
こ
で
は
行
政
事
件
の
審
理
に
お

け
る
弁
論
主
義
の
意
義
を
、
よ
り
精
密
に
分
析
す
る
必
要
性
も
示
さ
れ
て
い
る(６
)。

ⅲ

「
完
全
な
審
査
」
の
具
体
的
な
あ
り
方

ま
た
、「
完
全
な
審
査
」
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
も
の
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
も
、
さ
ら
に
精
査
す
る
余
地
が
あ
ろ
う
。
特
に
、

本
論
文
に
お
い
て
結
果
の
統
制
に
関
わ
る
も
の
と
さ
れ
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
完
全
な
審
査
」
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
抽
出
さ
れ
た
、
手
続

瑕
疵
の
取
消
事
由
該
当
性
の
否
定
と
理
由
の
差
替
え
の
許
容
と
い
う
二
つ
の
法
理
は
、
単
純
に
並
列
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
内
実
を
有
す

る
。ま

ず
、
た
と
え
ば
、
自
身
に
対
し
て
な
さ
れ
た
増
額
更
正
処
分
を
争
う
原
告
が
、
処
分
理
由
と
し
て
示
さ
れ
た
不
動
産
の
取
得
価
格
の

誤
り
を
攻
撃
し
た
と
こ
ろ
、
被
告
が
不
動
産
の
販
売
価
格
の
誤
り
と
い
う
新
た
な
処
分
理
由
を
追
加
し
た
と
す
る(７
)。
こ
れ
は
、
あ
る
処
分

理
由
の
不
存
在
を
主
張
す
る
原
告
の
請
求
原
因
の
主
張
に
対
し
て
、
異
な
る
処
分
理
由
の
存
在
を
主
張
す
る
被
告
の
抗
弁
の
主
張
が
な
さ
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れ
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。
こ
こ
で
「
完
全
な
審
査
」
の
観
点
を
後
退
さ
せ
、
処
分
理
由
の
追
加
を
許
さ
な
い
と
す
る
こ
と
（
過
程
の
統

制
）
は
、
要
す
る
に
被
告
の
上
記
抗
弁
の
主
張
を
禁
止
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
理
由
の
差
替
え
が
被
告
の
主
張
制
限
と
し
て
理
解
さ
れ

る
こ
と
が
あ
る(８
)の
は
、
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
原
告
が
、
上
記
の
よ
う
な
所
得
計
算
の
誤
り
に
加
え
て
、
理
由
付
記
の
瑕
疵
の
主
張
を
行
っ
た
と
す
る
。

こ
れ
は
、
一
つ
の
請
求
（
増
額
更
正
処
分
の
取
消
し
）
を
成
り
立
た
せ
る
複
数
の
請
求
原
因
（
実
体
的
瑕
疵
と
手
続
的
瑕
疵
）
を
原
告
が

主
張
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
、
理
由
付
記
の
瑕
疵
（
手
続
的
瑕
疵
）
の
取
消
事
由
該
当
性
を
否
定
す
る(９
)な
ら
ば
、
そ
れ
は
手
続

的
瑕
疵
に
係
る
請
求
原
因
が
そ
も
そ
も
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
は
、
成
り
立
ち
う
る
攻
撃
防
御
方
法
の

主ㅟ

張ㅟ

を
禁
止
す
る
と
い
う
理
由
の
差
替
え
の
禁
止
の
法
理
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

逆
に
言
え
ば
、
手
続
瑕
疵
の
論
点
に
お
い
て
も
、
成
り
立
ち
う
る
攻
撃
防
御
方
法
の
主ㅟ

張ㅟ

の
禁
止
を
内
容
と
す
る
法
理
を
構
想
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
か
。
敷
衍
す
れ
ば
、
手
続
的
瑕
疵
の
取
消
事
由
該
当
性
を
肯
定
し
た
う
え
で
、
原
告
が
実
体
的
瑕
疵
と
手
続
的
瑕
疵
と
を

と
も
に
主
張
し
て
い
る
場
合
に
は
、
実
体
的
瑕
疵
を
主
位
的
主
張
、
手
続
的
瑕
疵
を
予
備
的
主
張
と
し
て
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
。
こ

の
よ
う
な
構
成
は
、
理
由
付
記
の
瑕
疵
を
取
消
原
因
と
し
て
認
め
る
我
が
国
の
判
例
（
註
9
参
照
）
を
前
提
と
し
た
場
合
に
も
、「
完
全

な
審
査
」を
一
定
の
範
囲
で
実
現
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
も
、

弁
論
主
義
の
根
拠
論
と
の
関
係
が
問
題
と
な
ろ
う
し
、
既
判
力
の
客
体
的
範
囲
の
問
題
も
精
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

二

職
権
探
知
主
義
の
諸
相

と
こ
ろ
で
、
職
権
探
知
主
義
を
め
ぐ
る
諸
論
点
は
、
日
本
と
ド
イ
ツ
の
訴
訟
法
制
全
般
に
関
わ
る
、
よ
り
広
い
比
較
法
的
問
題
と
し
て
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も
捉
え
ら
れ
る
。
以
下
で
は
、
職
権
探
知
主
義
を
め
ぐ
る
諸
論
点
を
概
観
し
、
日
本
と
ド
イ
ツ
、
ま
た
行
政
法
学
と
民
事
訴
訟
法
学
の
力

点
の
違
い
か
ら
抽
出
さ
れ
る
視
座
を
確
認
す
る
。
こ
れ
ら
の
視
座
か
ら
見
直
し
て
み
れ
ば
、本
論
文
の
潜
在
力
も
ま
た
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

ア

裁
判
所
の
職
権
探
知
主
義

職
権
探
知
主
義
と
い
う
概
念
は
、
既
に
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
複
数
の
意
味
で
多
義
的
な
内
容
を
有
す
る
（
ⅰ
）。
日
本
で
は

職
権
探
知
主
義
が
裁
判
所
の
権
限
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
で
は
そ
れ
が
裁
判
所
の
義
務
と
理
解
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
（
ⅱ
）。
ま
た
、
行
政
法
学
、
ひ
い
て
は
公
法
学
に
お
い
て
は
、
こ
の
裁
判
所
の
職
権
探
知
の
義
務
に
法
理
論
上
の
重
要
性
が
認

識
さ
れ
て
き
た
が
、
訴
訟
法
理
論
上
そ
れ
を
適
切
に
把
握
す
る
概
念
構
築
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
議
論
に
は
大
き
な
混
乱
が
存
在
す
る

（
ⅲ
）。ⅰ

職
権
探
知
主
義
の
多
義
性

民
事
訴
訟
法
学
に
お
け
る
標
準
的
な
体
系
書
に
よ
れ
ば
、
弁
論
主
義
と
は
、「
判
決
の
基
礎
を
な
す
事
実
の
認
定
に
必
要
な
資
料
（
訴

訟
資
料
）
の
提
出
（
主
要
事
実
の
主
張
と
必
要
な
証
拠
の
申
出
）
を
当
事
者
の
権
能
と
責
任
と
す
る
建
前
」
を
い
い
、
職
権
探
知
主
義
と

は
、
訴
訟
資
料
「
の
探
索
を
当
事
者
の
意
思
の
意
に
委
ね
ず
、
裁
判
所
の
職
責
と
も
す
る
建
前
」
を
い
う
（
括
弧
書
き
原
文
マ
マ
）(10
)。
こ

の
よ
う
に
、
職
権
探
知
主
義
は
、
弁
論
主
義
の
対
概
念
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
起
因
し
て
、
職
権
探
知
主

義
は
多
義
的
な
内
容
を
有
し
て
い
る
。
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・
弁
論
主
義
の
対
概
念
性

ま
ず
、
職
権
探
知
主
義
は
、
そ
れ
と
対
に
な
る
弁
論
主
義
の
内
容
が
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
か
ら
、
多
義
的
な
内
容
を
有
し
て
い
る
。

弁
論
主
義
の
内
容
は
、
以
下
の
三
つ
の
ル
ー
ル
な
い
し
テ
ー
ゼ
に
具
体
化
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
主
要
事
実
は
、

当
事
者
が
口
頭
弁
論
で
陳
述
し
な
い
か
ぎ
り
（
弁
論
に
現
出
し
な
い
限
り
）
判
決
の
基
礎
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
主
張

責
任
ル
ー
ル
な
い
し
第
一
テ
ー
ゼ
、「
当
事
者
に
争
い
の
な
い
事
実（
自
白
し
た
ま
た
は
自
白
し
た
と
み
な
さ
れ
る
事
実
）は
、証
拠
に
よ
っ

て
認
定
す
る
必
要
が
な
い
の
み
な
ら
ず
（
一
七
九
条
、
一
四
九
条
一
項
（
民
事
訴
訟
法
。
筆
者
註
））、
こ
れ
に
反
す
る
認
定
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
」
と
い
う
自
白
ル
ー
ル
な
い
し
第
二
テ
ー
ゼ
、「
証
拠
は
原
則
と
し
て
当
事
者
が
申
請
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
証
拠
申
請
ル
ー
ル
な
い
し
第
三
テ
ー
ゼ
で
あ
る
（
括
弧
書
き
原
文
マ
マ
）(11
)。
さ
ら
に
具
体
的
に
は
、
三
つ
の
ル
ー
ル
な
い
し
テ
ー

ゼ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
は
、
審
理
段
階
の
規
律
、
す
な
わ
ち
あ
る
証
拠
な
い
し
事
実
に
つ
い
て
の
証
拠
調
べ
の
要
否
な
い
し
可
否
と
、
判
決
段

階
の
規
律
、
す
な
わ
ち
あ
る
証
拠
な
い
し
事
実
を
判
断
の
基
礎
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
の
要
否
な
い
し
可
否
と
の
区
別
を
観
念
す
る
こ
と

が
で
き
、
弁
論
主
義
は
合
計
六
つ
の
ル
ー
ル
な
い
し
テ
ー
ゼ
の
集
合
体
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る(12
)。

そ
し
て
、
弁
論
主
義
の
諸
テ
ー
ゼ
の
一
つ
以
上
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
が
職
権
探
知
主
義
で
あ
る
と
い
う
控
除
的
な
理
解
を
前
提
に
、

職
権
探
知
主
義
に
は
、
弁
論
主
義
の
諸
テ
ー
ゼ
の
一
つ
の
み
が
排
除
さ
れ
る
場
合
か
ら
、
す
べ
て
が
排
除
さ
れ
る
場
合
ま
で
、「
そ
の
深

度
に
バ
ラ
エ
テ
ィ
が
あ
る
」
と
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る(13
)。
象
徴
的
に
言
え
ば
、
諸
テ
ー
ゼ
の
す
べ
て
に
つ
い
て
裁
判
所
の
職
権
探
知

を
禁
止
す
る
規
律
（
N
ichts
von
A
m
ts
w
egen）
が
純
粋
な
弁
論
主
義
で
あ
り
、
逆
に
す
べ
て
に
つ
い
て
裁
判
所
の
職
権
探
知
を
認
め

る
規
律
（
A
lles
von
A
m
ts
w
egen）
が
純
粋
な
職
権
探
知
主
義
で
あ
り
、
そ
の
中
間
に
は
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
す
る
。
我
が
国

の
行
政
事
件
訴
訟
に
つ
い
て
言
え
ば
、
証
拠
申
請
ル
ー
ル
な
い
し
第
三
テ
ー
ゼ
が
排
除
さ
れ
て
い
る
（
行
政
事
件
訴
訟
法
二
四
条
）
一
方
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で
、
主
張
責
任
ル
ー
ル
な
い
し
第
一
テ
ー
ゼ
と
、
自
白
ル
ー
ル
な
い
し
第
二
テ
ー
ゼ
と
は
、
民
事
訴
訟
と
同
様
に
妥
当
す
る
と
解
さ
れ
て

い
る(14
)。
こ
れ
を
ご
く
弱
い
職
権
探
知
主
義
と
し
て
理
解
す
る(15
)か
、「
修
正
的
弁
論
主
義
」
と
呼
ぶ
か(16
)は
呼
称
の
問
題
に
過
ぎ
な
い
。

・
職
権
探
知
の
権
限
と
義
務

こ
れ
に
加
え
て
、
職
権
探
知
主
義
に
は
弁
論
主
義
の
対
概
念
と
い
う
こ
と
の
意
味
自
体
に
係
る
多
義
性
も
存
在
す
る
。
具
体
的
に
は
、

職
権
探
知
主
義
が
裁
判
所
の
職
権
探
知
の
権
限
を
意
味
す
る
に
留
ま
る
の
か
、
さ
ら
に
進
ん
で
義
務
ま
で
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
の
か

と
い
う
点
で
も
、
職
権
探
知
主
義
は
多
義
的
で
あ
る
。

弁
論
主
義
の
諸
テ
ー
ゼ
は
、
あ
る
事
実
や
証
拠
に
つ
い
て
、
口
頭
弁
論
へ
の
顕
出
や
判
決
の
基
礎
へ
の
採
用
が
当
事
者
の
主
張
無
く
し

て
は
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
諸
テ
ー
ゼ
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
当
事
者
の
主
張
な
く
し
て
「
可

能
で
あ
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
所
が
そ
れ
を
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
ま
で
は
、
当
然
に
は
言
え
な
い
。

よ
り
具
体
的
に
は
、
職
権
探
知
が
「
で
き
な
い
」
場
合
、「
で
き
る
」
場
合
、「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
場
合
の
三
種
類
が
考
え
ら
れ(17
)、

こ
れ
を
先
述
の
弁
論
主
義
の
三
テ
ー
ゼ
に
審
理
段
階
の
規
律
と
判
決
段
階
の
規
律
を
組
み
合
わ
せ
た
六
テ
ー
ゼ
に
か
け
合
わ
せ
る
な
ら

ば
、
訴
訟
に
お
け
る
審
理
の
規
律
に
は
一
八
通
り
が
あ
り
う
る
こ
と
と
な
る
。

従
来
こ
の
裁
判
所
の
職
権
探
知
義
務
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
の
が
、
当
事
者
の
協
力
義
務
（
M
itw
irkungspflicht）

で
あ
る(18
)。
ド
イ
ツ
の
人
事
訴
訟
に
関
す
る
法
典(19
)の
総
則
に
お
い
て
は
、「
関
係
人
は
事
実
関
係
の
調
査
に
協
力
す
べ
き
で
あ
る
」、「
関
係

人
は
事
実
状
況
に
関
す
る
陳
述
を
完
全
に
、
か
つ
真
実
に
従
っ
て
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（

§

27
A
bs.1-2
Fam
FG

（
xii
））

と
規
定
さ

れ
て
い
る
。
当
事
者
が
こ
の
協
力
義
務
を
果
た
さ
な
い
場
合
に
、
裁
判
所
は
そ
れ
以
上
の
職
権
探
知
を
行
わ
な
く
と
も
よ
い
こ
と
と
な
る
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と
す
れ
ば
、
こ
の
協
力
義
務
は
裁
判
所
の
職
権
探
知
義
務
の
限
界
を
画
す
る
も
の
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
と
な
る
。

た
だ
し
、
こ
の
協
力
義
務
の
捉
え
方
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
争
い
が
あ
る(20
)。
ま
た
、
我
が
国
で
近
時
制
定
さ
れ
た
家
事
事

件
手
続
法
、
お
よ
び
近
時
改
正
さ
れ
た
非
訟
事
件
手
続
法
に
お
い
て
は
、「（
家
庭
）
裁
判
所
は
、
職
権
で
事
実
の
調
査
を
し
、
か
つ
、
申

立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
必
要
と
認
め
る
証
拠
調
べ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
定
め
に
加
え
て
、「
当
事
者
は
、
適
切
か
つ
迅

速
な
審
理
及
び
裁
判
の
実
現
の
た
め
、
事
実
の
調
査
及
び
証
拠
調
べ
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
」
と
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
（
家
事
事
件

手
続
法
五
六
条
一
項
二
項
、
非
訟
事
件
手
続
法
四
九
条
一
項
二
項
）
が
、
こ
こ
で
は
当
事
者
に
協
力
す
る
「
義
務
」
や
「
責
任
」
が
あ
る

と
い
う
規
定
は
慎
重
に
避
け
ら
れ
、
当
事
者
の
真
実
義
務
に
係
る
規
定
（
上
記

§

27A
bs.2Fam
FG）
も
敢
え
て
導
入
さ
れ
な
か
っ
た(21
)。

そ
の
た
め
、
こ
の
規
定
は
直
ち
に
当
事
者
に
具
体
的
な
義
務
な
い
し
責
任
を
課
す
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る(22
)。
少
な
く
と
も
、
当
事

者
の
不
協
力
の
み
で
裁
判
所
が
職
権
探
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
は
解
さ
れ
て
お
ら
ず
、
他
に
事
案
解
明
の
端
緒
が
存
在
し
な
い
こ
と
の
結

果
と
し
て
裁
判
所
の
職
権
探
知
の
限
界
が
画
さ
れ
る
と
の
理
解
が
支
持
さ
れ
て
い
る(23
)。

ⅱ

職
権
探
知
義
務
に
関
す
る
法
制

本
論
文
で
主
題
化
さ
れ
た
「
完
全
な
審
査
」
を
基
礎
づ
け
る
職
権
探
知
主
義
は
、
職
権
探
知
の
権
限
で
は
な
く
義
務
を
問
題
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
以
下
で
見
る
通
り
、
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
け
る
職
権
探
知
主
義
は
主
と
し
て
こ
の
文
脈
で
語
ら
れ
て
き
た
。
民
事
訴
訟
法
学

に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
職
権
探
知
義
務
を
、
職
権
探
知
主
義
の
内
容
と
し
て
強
調
す
る
見
解
が
あ
る(24
)。

し
か
し
な
が
ら
、
我
が
国
で
は
こ
の
職
権
探
知
義
務
は
、
少
な
く
と
も
一
般
的
に
は
強
調
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
以
下
で
は
そ
の
状
況

を
、
我
が
国
と
ド
イ
ツ
と
の
法
文
の
違
い
に
照
ら
し
て
確
認
し
よ
う
。
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・
日
本
―
―
職
権
探
知
権
限

我
が
国
の
人
事
訴
訟
で
は
、
法
文
上
弁
論
主
義
の
三
テ
ー
ゼ
の
す
べ
て
が
排
除
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
人
事
訴
訟
法
一
九
条
一

項
は
民
事
訴
訟
法
一
七
九
条
（
自
白
の
不
要
証
効
）
の
適
用
を
除
外
し
て
お
り
、
弁
論
主
義
の
自
白
ル
ー
ル
な
い
し
第
二
テ
ー
ゼ
を
明
確

に
排
除
し
て
い
る
。
ま
た
、
人
事
訴
訟
法
二
〇
条
一
文
は
、「
人
事
訴
訟
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
当
事
者
が
主
張
し
な
い
事
実
を
し

ん
酌
し
、
か
つ
、
職
権
で
証
拠
調
べ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
、
弁
論
主
義
の
主
張
責
任
ル
ー
ル
な
い
し
第
一
テ
ー
ゼ
と
証
拠
申

請
ル
ー
ル
な
い
し
第
三
テ
ー
ゼ
と
を
排
除
し
て
い
る(25
)。

し
か
し
、
そ
こ
で
は
「
裁
判
所
は
・
・
・
で
き
る
」
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
職
権
探
知
の
権
限
を
裁
判
所
に
認
め
た
に
留
ま
り
、

職
権
探
知
の
義
務
ま
で
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
学
説
も
、
職
権
探
知
の
不
尽
が
審
理
不
尽
と
し
て
破
棄
事
由
と
な
る

可
能
性
を
認
め
な
が
ら
も
、
職
権
探
知
の
義
務
を
強
調
す
る
こ
と
は
多
く
な
か
っ
た(26
)。
ま
た
、
人
事
訴
訟
法
一
九
条
一
項
は
、
民
事
訴
訟

法
一
五
七
条
お
よ
び
一
五
七
条
の
二
（
時
期
に
後
れ
た
攻
撃
防
御
方
法
の
却
下
）、
一
五
九
条
第
一
項
（
自
白
の
擬
制
）、
二
〇
八
条
（
不

出
頭
等
の
場
合
の
真
実
擬
制
）、
二
二
四
条
（
文
書
提
出
命
令
違
反
の
場
合
の
真
実
擬
制
）、
二
二
九
条
四
項
（
筆
跡
対
象
拒
否
の
場
合
の

真
実
擬
制
）
お
よ
び
二
四
四
条
（
不
出
頭
の
場
合
の
終
局
判
決
）
の
適
用
を
除
外
し
て
お
り
、
こ
れ
は
実
体
的
真
実
の
確
定
を
重
視
す
る

人
事
訴
訟
手
続
の
特
色
に
よ
る
も
の
と
説
明
さ
れ
て
い
る(27
)が
、こ
れ
が
職
権
探
知
義
務
を
基
礎
づ
け
る
と
も
解
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、

人
事
訴
訟
に
お
い
て
は
職
権
探
知
義
務
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
抵
触
し
か
ね
な
い
と
い
う
点
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る(28
)。

ま
た
判
例
に
つ
い
て
は
、
大
審
院
時
代
に
は
、
職
権
探
知
主
義
の
意
義
を
強
調
し
て
原
審
を
審
理
不
尽
に
よ
り
破
棄
し
た
大
判
昭
和
一

〇
年
一
月
二
二
日
大
審
院
判
決
全
集
一
輯
一
四
号
二
六
頁
が
存
在
し
た
も
の
の(29
)、
最
高
裁
は
一
貫
し
て
職
権
探
知
義
務
に
つ
い
て
消
極
的

な
態
度
を
見
せ
て
い
る
。
嚆
矢
と
し
て
最
判
昭
和
二
九
年
一
月
二
一
日
民
集
八
巻
一
号
八
七
頁
は
、「
人
事
訴
訟
事
件
に
お
い
て
も
、
裁
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判
所
が
い
か
な
る
限
度
ま
で
証
拠
調
を
す
る
か
は
、
裁
判
所
が
、
す
で
に
得
た
心
証
の
程
度
に
よ
り
、
自
由
に
こ
れ
を
決
す
る
こ
と
を
得

る
も
の
で
あ
つ
て
、
人
訴
三
一
条
も
こ
の
点
に
関
し
何
等
制
限
又
は
変
更
を
加
え
る
趣
旨
を
含
む
も
の
と
解
す
べ
き
理
由
は
な
い
。
そ
し

て
、
原
判
決
の
挙
げ
て
い
る
各
証
拠
を
総
合
す
れ
ば
、
原
判
決
の
よ
う
な
認
定
を
す
る
こ
と
は
で
き
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
原
審
が
こ
れ

ら
の
証
拠
に
よ
つ
て
得
た
心
証
を
も
つ
て
十
分
な
も
の
と
し
、所
論
の
ご
と
き
諸
点
に
つ
き
更
に
証
拠
調
を
し
な
か
つ
た
こ
と
を
捉
え
て
、

所
論
の
違
法
が
あ
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
た(30
)。

我
が
国
の
行
政
事
件
訴
訟
に
つ
い
て
も
、
先
述
の
通
り
、
弁
論
主
義
の
証
拠
申
請
ル
ー
ル
な
い
し
第
三
テ
ー
ゼ
が
排
除
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
証
拠
申
請
ル
ー
ル
お
よ
び
第
三
テ
ー
ゼ
の
排
除
に
関
し
て
も
、
職
権
探
知
の
権
限
を
認
め
た
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
義
務
ま
で

を
規
定
し
た
も
の
で
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る(31
)。
最
高
裁
は
、
行
政
事
件
訴
訟
特
例
法
九
条
の
職
権
証
拠
調
べ
に
関
し
て
、「
原
審
が
証

拠
に
つ
き
十
分
の
心
証
を
得
ら
れ
る
以
上
、
職
権
に
よ
っ
て
更
に
証
拠
を
調
べ
る
必
要
は
な
い
」
と
し
て
お
り
（
最
判
昭
和
二
八
年
一
二

月
二
四
日
民
集
七
巻
一
三
号
一
六
〇
四
頁
）、
人
事
訴
訟
と
同
様
に
職
権
探
知
の
義
務
を
認
め
る
こ
と
に
は
消
極
的
で
あ
る
。

・
ド
イ
ツ
―
―
職
権
探
知
義
務

こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
の
職
権
探
知
の
権
限
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
義
務
ま
で
も
が
規
定
さ
れ
て
い
る
例
が
あ

る(32
)。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
の
家
事
事
件
お
よ
び
非
訟
事
件
の
手
続
に
関
す
る
法
律
二
六
条
は
、
総
則
と
し
て
「
裁
判
所
は
、
職
権
に
よ
り
、

裁
判
に
と
っ
て
重
要
な
事
実
の
認
定
の
た
め
に
必
要
な
調
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
D
as
Gerichthatvon
A
m
ts
w
egen
...

durchzufühlen）」
（
xiii
）

と
し
、
裁
判
所
が
職
権
探
知
の
権
限
を
有
す
る
（「
で
き
る
」）
と
い
う
の
み
な
ら
ず
、
職
権
探
知
の
義
務
を
負
う
（「
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」）
と
規
定
し
て
い
る
。
婚
姻
関
係
事
件
に
つ
い
て
も
、
同
法
一
二
七
条
一
項（

xiv
）に

お
い
て
や
は
り
職
権
探
知
の
義
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務
が
規
定
さ
れ
て
い
る(33
)。
こ
の
職
権
探
知
義
務
は
、
他
の
事
件
類
型
に
つ
い
て
は
法
文
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
よ
り
一
層
際
立
っ
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
実
親
子
関
係
事
件
に
関
し
て
は
、
同
法
一
一
三
条
一
項（

xv
）に

よ
り
前
記
の
同
法
二
六
条
が
適
用
除
外
さ
れ
た
う
え
で
、
関
係

人
が
主
張
し
な
い
事
実
が
一
定
の
場
合
に
の
み
考
慮
す
る
こ
と
が
「
許
さ
れ
る
（
dürfen）」
と
の
み
規
定
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
（
同

法
一
七
七
条
一
項（

xvi
））。(34
)

こ
れ
に
対
し
て
、
行
政
裁
判
所
の
手
続
に
お
け
る
職
権
探
知
主
義
は
、
職
権
探
知
の
義
務
を
明
確
に
は
規
定
し
て
い
な
い
。
行
政
裁
判

法
八
六
条
一
項（

xvii
）は

、「
裁
判
所
は
事
実
関
係
を
職
権
で
調
査
す
る
。
そ
の
際
に
は
関
係
人
を
動
員
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
所
は
関
係

人
の
陳
述
お
よ
び
証
拠
申
立
て
に
は
拘
束
さ
れ
な
い
」
と
規
定
し
、
弁
論
主
義
の
証
拠
申
請
ル
ー
ル
な
い
し
第
三
テ
ー
ゼ
に
加
え
て
、
主

張
責
任
ル
ー
ル
な
い
し
第
一
テ
ー
ゼ
も
排
除
す
る
旨
が
明
確
に
さ
れ
て
お
り
、
自
白
ル
ー
ル
な
い
し
第
二
テ
ー
ゼ
も
こ
の
条
文
の
解
釈
と

し
て
排
除
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る(35
)が
、
そ
こ
で
は
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
社
会
裁
判
所
法

一
〇
三
条（

xviii
）、

財
政
裁
判
所
法
七
六
条（

xix
）も

同
様
の
条
文
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
条
文
は
、
裁
判
所
の
職
権
探
知
の
義
務
を
含
意
す
る
も

の
と
解
さ
れ
て
き
た(36
)。

さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
手
続
に
お
い
て
も
、
職
権
探
知
主
義
が
妥
当
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る(37
)。
連
邦
憲
法
裁
判
所
法

二
六
条
一
項（

xx
）は

、「
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
真
実
の
解
明
の
た
め
に
必
要
な
証
拠
を
取
り
調
べ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
そ
の
際
に
口
頭

弁
論
外
で
裁
判
所
構
成
員
に
委
託
し
、
特
定
の
事
実
ま
た
は
人
に
限
っ
て
他
の
裁
判
所
に
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
、
弁
論

主
義
の
証
拠
申
出
ル
ー
ル
な
い
し
第
三
テ
ー
ゼ
を
排
除
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
立
法
事
実
の
取
り
扱
い
が
問
題
と
な
る
こ
と
も
あ
っ
て
、

具
体
的
な
議
論
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
第
一
テ
ー
ゼ
お
よ
び
第
二
テ
ー
ゼ
も
同
様
に
排
除
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る(38
)。
こ
こ
で
も
、
法
文
は
職
権
探
知
の
義
務
を
明
確
に
し
て
い
な
い
が
、
職
権
探
知
義
務
を
当
然
に
包
含
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
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い
る(39
)。ⅲ

職
権
探
知
義
務
を
把
握
す
る
た
め
の
理
論
枠
組
み

職
権
探
知
義
務
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
審
理
の
規
律
に
関
す
る
訴
訟
法
理
論
、
と
り
わ
け
証
明
責
任
論
と
の
関
係
で
、
不
明
瞭
な
点
を
残

し
て
い
る
。
そ
の
一
因
と
し
て
、
裁
判
所
の
審
理
過
程
に
お
け
る
職
権
探
知
の
義
務
を
適
切
に
把
握
す
る
た
め
の
理
論
枠
組
み
が
い
ま
だ

構
築
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

・
職
権
探
知
義
務
と
解
明
度

職
権
探
知
主
義
に
お
け
る
証
明
責
任
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
議
論
の
混
乱
が
見
ら
れ
た
。
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
の
公
法
学
で
は
、
職
権
探

知
主
義
の
下
で
は
証
明
責
任
が
妥
当
し
な
い
と
い
う
理
解
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
少
な
く
と
も
、
い
わ
ゆ
る
客
観
的
証

明
責
任
に
関
す
る
言
明
と
し
て
は
誤
り
で
あ
る(40
)。
客
観
的
証
明
責
任
と
は
、
あ
る
事
実
の
存
否
に
つ
い
て
裁
判
所
の
心
証
が
真
偽
不
明
の

状
態
（
ノ
ン
・
リ
ケ
ッ
ト
）
に
留
ま
る
場
合
に
、
当
該
事
実
の
存
否
に
つ
い
て
裁
判
所
の
判
断
を
可
能
と
す
る
た
め
の
概
念
で
あ
り
、
こ

の
場
合
の
裁
判
所
の
判
断
に
よ
っ
て
不
利
益
を
被
る
側
の
当
事
者
に
証
明
責
任
が
負
わ
さ
れ
る
と
説
明
さ
れ
る(41
)。
そ
し
て
、
職
権
探
知
主

義
で
あ
っ
て
も
、
裁
判
所
の
心
証
が
真
偽
不
明
の
状
態
に
陥
る
事
態
は
、
論
理
的
に
は
否
定
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
が
職
権
探

知
の
職
責
を
果
た
し
、
審
理
を
尽
く
し
た
と
し
て
も
、
あ
る
事
実
の
存
否
に
つ
い
て
、
結
果
的
に
裁
判
所
の
心
証
度
が
真
偽
不
明
な
い
し

判
断
不
能
（
存
在
／
不
存
在
の
心
証
が
と
も
に
五
〇
％
）
の
域
に
留
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
あ
り
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
職
権
探
知
主
義

の
下
で
も
、
客
観
的
証
明
責
任
は
観
念
し
う
る
し
、
裁
判
所
の
判
断
不
能
を
避
け
る
た
め
に
は
観
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(42
)。
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こ
こ
で
か
つ
て
の
ド
イ
ツ
の
公
法
学
説
が
言
わ
ん
と
し
て
い
た
の
は
、上
記
の
よ
う
な
意
味
で
の
客
観
的
証
明
責
任
の
否
定
で
は
な
く
、

裁
判
所
が
十
分
な
審
理
な
い
し
事
案
解
明
を
行
わ
な
い
ま
ま
に
終
局
判
決
を
下
す
こ
と
へ
の
疑
問
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、「
証

明
主
題
の
蓋
然
性
が
ど
の
程
度
あ
れ
ば
、
そ
の
事
実
を
真
な
い
し
偽
と
判
断
し
う
る
か
の
問
題
」
で
あ
る
証
明
度
な
い
し
客
観
的
証
明
責

任
の
問
題
で
は
な
く
、
そ
の
反
射
と
し
て
定
ま
る
当
事
者
の
証
明
の
必
要
な
い
し
主
観
的
証
明
責
任
の
問
題
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、「
証

拠
調
べ
・
事
実
関
係
解
明
を
ど
こ
ま
で
す
る
か
の
問
題
、
裏
が
え
せ
ば
、
結
果
の
確
実
性
が
ど
の
程
度
達
成
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
争
点
に
つ

い
て
の
判
断
に
熟
す
か
の
問
題
」
で
あ
る
解
明
度
に
関
す
る
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う(43
)。
敷
衍
す
れ
ば
、
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い

る
の
は
、
裁
判
所
が
真
偽
不
明
の
心
証
度
の
も
と
で
証
明
責
任
を
用
い
て
判
断
を
下
す
こ
と
で
は
な
く
、
審
理
結
果
の
確
実
性
（
解
明
度
）

が
低
い
状
態
、
す
な
わ
ち
十
分
に
審
理
を
尽
く
さ
な
い
状
態
で
判
断
を
下
す
こ
と
の
是
非
な
の
で
は
な
い
か(44
)。

解
明
度
の
概
念
の
主
唱
者
は
、
終
局
判
決
の
要
件
た
る
「
裁
判
を
す
る
の
に
熟
し
た
と
き
」（
民
事
訴
訟
法
二
四
三
条
一
項
）
を
、「
必

要
な
解
明
度
が
達
成
さ
れ
た
と
き
」
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る(45
)。
換
言
す
れ
ば
、
裁
判
所
の
職
権
探
知
義
務
が
果
た
さ
れ
な
い
場
合
と
い

う
の
は
、「
裁
判
を
す
る
の
に
熟
し
た
と
き
」
と
い
う
要
件
を
満
た
さ
な
い
の
に
終
局
判
決
を
下
し
た
場
合
と
し
て(46
)、
弁
論
主
義
の
下
で

の
裁
判
所
の
釈
明
義
務
違
反
の
場
合
と
同
様
に(47
)、
原
判
決
の
破
棄
事
由
た
る
法
令
違
反
（
民
事
訴
訟
法
三
二
五
条
二
項
）
を
構
成
す
る
も

の
と
解
さ
れ
る(48
)。

・
解
明
度
と
成
熟
性

解
明
度
の
概
念
の
主
唱
者
は
、
あ
る
事
実
の
存
否
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
心
証
な
い
し
審
理
結
果
の
確
実
性
の
問
題(49
)に
加
え
て
、「
法

律
構
成
・
争
点
形
成
（
事
実
の
主
張
）」
の
レ
ベ
ル
で
の
審
理
が
十
分
に
尽
く
さ
れ
た
か
否
か
も
、
解
明
度
の
概
念
に
よ
っ
て
把
握
し
て
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い
る(50
)。
そ
こ
で
は
差
し
当
た
り
判
決
の
成
熟
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
が
、「
法
律
構
成
・
争
点
形
成
（
事
実
の
主
張
）」
の
レ
ベ
ル
で
の
解

明
度
は
、
事
案
の
成
熟
の
把
握
に
も
役
立
つ
。

取
消
訴
訟
に
お
け
る
事
案
の
成
熟
性
は
、
複
数
の
法
律
構
成
に
係
る
主
張
の
当
否
に
つ
い
て
の
審
理
結
果
の
確
実
さ
を
問
題
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
の
「
法
律
構
成
・
争
点
形
成
（
事
実
の
主
張
）」
の
レ
ベ
ル
で
の
解
明
度
に
関
わ
る
。
た
と
え
ば
、
理
由
の
差
替

え
を
肯
定
す
る
「
完
全
な
審
査
」
の
下
で
は
、
あ
る
処
分
Ａ
を
成
り
立
た
せ
る
理
由
ａ
と
理
由
ｂ
と
が
存
在
す
る
場
合
に
、
ａ
が
成
り
立

た
な
い
と
い
う
こ
と
の
み
で
は
Ａ
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
ず
、ｂ
が
成
り
立
つ
か
否
か
も
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、

理
由
ａ
ま
た
は
ｂ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
成
り
立
つ
か
否
か
に
つ
い
て
の
審
理
結
果
の
確
実
性
の
問
題
で
は
な
く
て
、
理
由
ａ
が
成
り
立
た
な
い

（
理
由
ａ
の
不
存
在
に
つ
い
て
の
証
明
度
お
よ
び
解
明
度
を
満
た
す
）
場
合
に
ｂ
が
成
り
立
つ
か
否
か
を
審
理
す
る
こ
と
な
く
判
決
を
下

し
て
よ
い
か
の
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、
請
求
の
当
否
の
判
断
な
い
し
訴
訟
物
の
存
否
の
判
断
を
決
す
る
複
数
の
法
律
構
成
が

あ
る
と
き
に
、
ど
こ
ま
で
を
検
討
す
れ
ば
「
法
律
構
成
・
争
点
形
成
（
事
実
の
主
張
）」
の
レ
ベ
ル
で
の
解
明
度
が
満
た
さ
れ
る
か
の
問

題
で
あ
り
、「
完
全
な
審
査
」
な
い
し
事
案
の
成
熟
は
、
こ
の
意
味
で
の
解
明
度
を
高
度
に
設
定
す
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
解
明
度
の
概
念
を
用
い
る
だ
け
で
、
職
権
探
知
主
義
の
下
で
の
審
理
の
あ
り
方
が
直
ち
に
明
瞭
に
な
る
わ
け
で

は
な
い
。
解
明
度
の
概
念
の
主
唱
者
も
、
具
体
的
な
審
理
過
程
の
分
析
に
当
た
っ
て
は
、「
法
律
構
成
・
争
点
形
成
（
事
実
の
主
張
）」
の

レ
ベ
ル
と
「
事
実
の
認
定
」
の
レ
ベ
ル
と
を
区
別
し
て
論
じ
て
お
り(51
)、
判
決
の
成
熟
よ
り
も
高
度
な
解
明
度
が
達
成
さ
れ
た
場
合
に
事
案

の
成
熟
が
観
念
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
、
解
明
度
の
高
低
で
単
線
上
に
二
つ
の
「
成
熟
性
」
を
整
理
す
る
仕
方
が
妥
当
と
は
思
わ
れ
な
い
。

「
事
案
の
成
熟
性
」
の
概
念
の
内
実
は
、
訴
訟
法
理
論
と
の
連
関
の
下
で
さ
ら
に
解
明
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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イ

行
政
庁
の
職
権
探
知
主
義

他
方
で
、
ド
イ
ツ
の
法
制
の
特
色
と
し
て
、
行
政
訴
訟
に
お
け
る
行
政
裁
判
所
の
職
権
探
知
主
義
の
み
な
ら
ず
、
行
政
手
続
に
お
け
る

行
政
庁
の
職
権
探
知
主
義
に
つ
い
て
も
、
明
文
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る(52
)。
ド
イ
ツ
連
邦
行
政
手
続
法
は
、「
行
政
庁

は
職
権
で
事
実
関
係
を
解
明
す
る
。
解
明
の
態
様
と
範
囲
は
行
政
庁
が
定
め
る
。
行
政
庁
は
関
係
人
に
よ
る
陳
述
や
証
拠
の
申
出
に
は
拘

束
さ
れ
な
い
」（
二
四
条
一
項
一
文
な
い
し
三
文（

xxi
））、「

行
政
庁
は
、
個
別
の
事
案
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
す
べ
て
、
お
よ
び
関
係
人
に
と
っ

て
有
利
な
状
況
す
べ
て
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
同
二
項（

xxii
））、

と
定
め
る
。
社
会
法
典
第
一
〇
編
二
〇
条（

xxiii
）も

、
同
様
の
定
め
で

あ
る
。
租
税
規
則
八
八
条
一
項
お
よ
び
二
項（

xxiv
）も

同
様
の
定
め
で
あ
る
が
、
行
政
庁
に
よ
る
事
案
解
明
の
態
様
と
範
囲
が
「
事
案
の
状
況
な

ら
び
に
平
等
原
則
、
法
律
適
合
性
お
よ
び
比
例
原
則
に
照
ら
し
て
」
定
ま
り
、
そ
の
際
に
「
租
税
行
政
庁
の
一
般
的
経
験
、
経
済
性
お
よ

び
合
目
的
性
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
旨
が
明
記
さ
れ
て
い
る(53
)。

こ
れ
ら
の
行
政
庁
の
職
権
探
知
に
関
す
る
条
文
は
、
や
は
り
職
権
探
知
の
権
限
の
み
な
ら
ず
そ
の
義
務
を
も
規
定
し
た
も
の
と
解
さ
れ

て
い
る(54
)。
こ
の
行
政
庁
の
職
権
探
知
義
務
は
、
裁
判
所
に
よ
る
過
程
の
統
制
に
お
い
て
大
き
な
意
義
を
も
ち
う
る
。
と
い
う
の
も
、
行
政

庁
の
職
権
探
知
義
務
の
違
反
が
行
政
活
動
の
違
法
性
と
し
て
構
成
さ
れ
る
な
ら
ば
、
本
論
文
の
い
う
過
程
の
統
制
の
手
が
か
り
と
な
る
か

ら
で
あ
る
。
現
に
、
こ
の
行
政
庁
の
職
権
探
知
義
務
の
違
反
は
、
一
部
は
形
式
の
瑕
疵
と
し
て
扱
わ
れ
、
本
論
文
の
取
り
扱
っ
て
い
る
手

続
瑕
疵
の
取
消
事
由
該
当
性
の
論
点
に
接
続
さ
れ
て
い
る(55
)。
他
方
で
、
行
政
庁
の
職
権
探
知
義
務
の
違
反
は
、
実
体
瑕
疵
に
結
び
つ
く
場

合
も
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
本
論
文
が
詳
細
に
は
立
ち
入
ら
な
か
っ
た
裁
量
瑕
疵
論
に
も
接
続
さ
れ
て
い
る(56
)。

こ
れ
ら
の
問
題
は
、
我
が
国
に
お
い
て
も
行
政
庁
の
調
査
義
務
な
い
し
説
明
義
務
の
観
念
を
介
し
て
行
政
訴
訟
の
審
理
に
結
び
つ
け
ら
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れ
て
き
た
も
の
で
あ
る(57
)が
、
今
一
度
本
格
的
な
比
較
法
作
業
を
行
う
こ
と
も
有
意
義
で
あ
ろ
う
。
近
時
の
動
向
で
思
い
当
た
る
と
こ
ろ
と

し
て
は
、
Ｅ
Ｕ
行
政
法
研
究
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
Research
N
etw
ork
on
EU
adm
inistrative
Law
（
ReN
EU
A
L））
が
作
成
公
表
し

た
Ｅ
Ｕ
行
政
手
続
法
草
案
（
M
usterentw
urffür
ein
EU
-V
erw
altungsverfahrensrecht）(58
)が
、「
行
政
庁
は
決
定
の
前
に
事
案
を

入
念
に
（
sorgfältig）
か
つ
公
正
に
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
Ⅲ
―
一
〇
第
一
項（

xxv
）第

一
文
）
と
規
定
し
た
点
や
、
他
方
で
二
〇
一

七
年
一
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
連
邦
行
政
手
続
法
二
四
条
一
項
四
文（

xxvi
）が

、「
行
政
庁
が
行
政
行
為
の
発
布
に
自
動
装
置
を

用
い
る
場
合
、
自
動
手
続
に
お
い
て
解
明
さ
れ
な
か
っ
た
、
個
別
事
案
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
関
係
人
の
事
実
の
申
し
立
て
を
、
行
政
庁

は
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
た
点
が
、
そ
れ
ぞ
れ
行
政
庁
の
事
案
解
明
義
務
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。
た
だ

し
、
た
と
え
ば
財
政
裁
判
所
法
七
六
条
四
項（

xxvii
）は

、「
財
政
行
政
庁
の
事
案
解
明
義
務
（

§
§

88,89
A
bs.1
A
O
）
は
財
政
裁
判
所
の
手
続

に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
な
い
」
と
定
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
行
政
庁
の
職
権
探
知
義
務
の
違
反
を
行
政
訴
訟
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
可
能
性

を
示
し
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
裁
判
所
の
職
権
探
知
に
対
す
る
行
政
庁
の
協
力
義
務
を
定
め
た
と
の
理
解
が
示
さ
れ
て
お
り(59
)、
裁
判
所

に
よ
る
「
完
全
な
審
査
」
の
発
想
が
や
は
り
根
強
い
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。

※
本
研
究
は
JSPS
科
研
費
15K
21375（
平
成
二
七
―
二
八
年
度
若
手
研
究
(B）「
紛
争
の
画
一
的
解
決
の
要
請
の
諸
相
」）、
お
よ
び

財
団
法
人
野
村
財
団
二
〇
一
四
年
度
社
会
科
学
助
成
（
法
規
範
の
効
力
を
争
う
訴
訟
の
判
決
効
の
構
造
―
司
法
府
と
立
法
府
・
行
政

府
と
の
協
働
の
一
断
面
）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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注（
1
）
義
務
付
け
訴
訟
に
お
け
る
「
事
案
の
成
熟
」
に
係
る
我
が
国
の
先
行
業
績
と
し
て
、
山
本
隆
司
「
義
務
付
け
訴
訟
と
仮
の
義
務
付
け
・
差
止
め
の

活
用
の
た
め
に
（
上
）
―
―
ド
イ
ツ
法
の
視
点
か
ら
」
自
治
研
究
八
一
巻
四
号
七
〇
頁
、
七
一
頁
以
下
（
二
〇
〇
五
）、
興
津
征
雄
『
違
法
是
正
と
判

決
効
―
―
行
政
訴
訟
の
機
能
と
構
造
』
二
五
九
頁
以
下
（
弘
文
堂
、
二
〇
一
〇
）、
横
田
明
美
『
義
務
付
け
訴
訟
の
機
能
』
九
一
頁
以
下
（
弘
文
堂
、

二
〇
一
七
）。

（
2
）
E
berhard
Schm
idt-A
ßm
ann,D
as
allgem
eine
V
erw
altungsrechtals
O
rdnungsidee,2.A
ufl.,4.K
ap.Rn.62
ff.

（
3
）
著
者
に
大
き
な
手
掛
か
り
を
提
供
し
た
の
は
、
彼
の
国
の
と
あ
る
学
位
請
求
論
文
、
G
regor
M
arx,D
as
H
erbeifühlen
der
Spruchreife
im

V
erw
altungsprozeß,1996
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。

（
4
）
最
判
昭
和
四
九
年
一
二
月
一
〇
日
民
集
二
八
巻
一
〇
号
一
八
六
八
頁
〔
教
育
委
員
会
会
議
の
公
開
〕、
最
判
昭
和
五
〇
年
五
月
二
九
日
二
九
巻
五
号

六
六
二
頁
〔
群
馬
中
央
バ
ス
事
件
〕、
最
判
平
成
一
四
年
七
月
九
日
判
自
二
三
四
号
二
二
頁
〔
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
の
審
理
〕。

（
5
）
た
と
え
ば
、
最
判
昭
和
五
三
年
九
月
一
九
日
判
時
九
一
一
号
九
九
頁
〔
個
人
タ
ク
シ
ー
免
許
拒
否
処
分
〕、
最
判
昭
和
五
六
年
七
月
一
四
日
民
集
三

五
巻
五
号
九
〇
一
頁
〔
青
色
申
告
に
対
す
る
更
正
処
分
〕、
最
判
平
成
一
一
年
一
一
月
一
九
日
民
集
五
三
巻
八
号
一
八
六
二
頁
〔
情
報
公
開
条
例
に
基

づ
く
不
開
示
決
定
〕。

（
6
）
行
政
事
件
に
と
っ
て
も
示
唆
的
な
形
で
弁
論
主
義
の
根
拠
論
と
第
一
テ
ー
ゼ
と
の
関
係
、
特
に
主
張
共
通
の
原
則
を
分
析
す
る
も
の
と
し
て
、
垣

内
秀
介
「
主
張
責
任
の
制
度
と
弁
論
主
義
を
め
ぐ
る
若
干
の
考
察
」
青
山
善
充
古
稀
『
民
事
手
続
法
学
の
新
た
な
地
平
』
七
三
頁
、
八
二
頁
以
下
（
有

斐
閣
、
二
〇
〇
九
）。
弁
論
主
義
の
下
に
お
け
る
行
政
の
行
為
義
務
に
焦
点
を
当
て
る
も
の
と
し
て
、
交
告
尚
史
『
処
分
理
由
と
取
消
訴
訟
』
一
三
九

頁
（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
〇
）、
北
見
宏
介
「
政
府
の
訴
訟
活
動
に
お
け
る
機
関
利
益
と
公
共
の
利
益
（
一
）
―
―
司
法
省
に
よ
る
『
合
衆
国
の
利
益
』

の
実
現
を
め
ぐ
っ
て
」
北
大
法
学
論
集
五
八
巻
六
号
二
六
〇
七
頁
、
二
六
一
四
頁
（
二
〇
〇
八
）。

（
7
）
前
掲
最
判
昭
和
五
六
年
（
註
5
）
を
例
と
し
た
。

（
8
）
神
橋
一
彦
『
行
政
救
済
法
（
第
二
版
）』
一
六
一
頁
以
下
（
信
山
社
、
二
〇
一
六
）。

（
9
）
た
だ
し
、
周
知
の
と
お
り
、
我
が
国
の
判
例
は
理
由
付
記
義
務
の
違
反
に
対
し
て
は
こ
の
よ
う
な
立
場
を
採
っ
て
い
な
い
。
参
照
、
最
判
昭
和
三

八
年
五
月
三
一
日
民
集
一
七
巻
四
号
六
一
七
頁
〔
青
色
申
告
増
額
更
正
処
分
〕、
最
判
昭
和
四
九
年
四
月
二
五
日
民
集
二
八
巻
三
号
四
〇
五
頁
〔
青
色

申
告
承
認
取
消
処
分
〕、
最
判
昭
和
六
〇
年
一
月
二
二
日
民
集
三
九
巻
一
号
一
頁
〔
旅
券
発
給
拒
否
〕、
最
判
平
成
二
三
年
六
月
七
日
民
集
六
五
巻
四

号
二
〇
八
一
頁
〔
一
級
建
築
士
免
許
取
消
処
分
〕。

（
10
）
新
堂
幸
司
『
新
民
事
訴
訟
法
（
第
五
版
）』
四
七
〇
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
一
一
）。
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（
11
）
新
堂
・
前
掲
註
（
10
）
四
七
三
頁
以
下
。

（
12
）
畑
瑞
穂
「
弁
論
主
義
と
そ
の
周
辺
に
関
す
る
覚
書
」
新
堂
幸
司
古
稀
『
民
事
訴
訟
法
理
論
の
新
た
な
構
築
（
下
）』
七
一
頁
、
七
四
-七
五
頁
（
有
斐
閣
、

二
〇
〇
一
）、
同
「
弁
論
主
義
・
職
権
探
知
主
義
（
等
）」
民
訴
雑
誌
五
七
号
九
四
頁
、
九
五
―
九
六
頁
（
二
〇
一
一
）。
弁
論
主
義
の
包
括
命
題
と
諸
テ
ー

ゼ
と
を
区
別
し
、
弁
論
主
義
の
具
体
的
分
析
を
深
化
さ
せ
た
嚆
矢
と
し
て
、
山
本
克
己
「
戦
後
ド
イ
ツ
に
お
け
る
弁
論
主
義
論
の
展
開
（
一
）
―
―

弁
論
主
義
の
構
造
論
と
根
拠
論
の
た
め
に
」
論
叢
一
三
三
巻
一
号
一
頁
、
四
頁
以
下
（
一
九
九
三
）、
同
「（
二
）」
論
叢
一
三
四
巻
二
号
一
頁
、
二
頁

以
下
（
一
九
九
三
）、
同
「
弁
論
主
義
論
の
た
め
の
予
備
的
考
察
―
―
そ
の
根
拠
論
と
構
造
論
」
民
訴
雑
誌
三
九
号
一
七
〇
頁
、
一
七
〇
-一
七
一
頁
（
一

九
九
三
）。

（
13
）
新
堂
・
前
掲
註
（
10
）
四
九
〇
頁
。

（
14
）
宇
賀
克
也
『
行
政
法
概
説
Ⅱ
（
第
五
版
）』
二
二
七
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
五
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
処
分
権
主
義
に
関
わ
る
請
求
の
放
棄
お
よ
び

認
諾
、
訴
え
の
取
下
げ
並
び
に
訴
訟
上
の
和
解
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
（
交
告
尚
史
「
行
政
訴
訟
に
お
け
る
和
解
」
髙
木
光
＝
宇
賀
克
也
『
行
政

法
の
争
点
』
一
三
二
頁
（
二
〇
一
四
））。
人
事
訴
訟
に
お
い
て
は
、
離
婚
の
訴
え
お
よ
び
離
縁
の
訴
え
を
除
き
（
人
事
訴
訟
法
三
七
条
、
四
四
条
）、

請
求
の
放
棄
お
よ
び
認
諾
並
び
に
訴
訟
上
の
和
解
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
（
同
一
九
条
二
項
）。

（
15
）
畑
瑞
穂
「
人
事
訴
訟
に
お
け
る
職
権
探
知
主
義
に
つ
い
て
」
家
裁
月
報
五
六
巻
三
号
一
頁
、
三
頁
（
二
〇
〇
四
）。

（
16
）
塩
野
宏
『
行
政
法
Ⅱ
（
第
五
版
補
訂
版
）』
八
一
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
）。

（
17
）
山
本
和
彦
「
狭
義
の
一
般
条
項
と
弁
論
主
義
の
適
用
」
同
『
民
事
訴
訟
法
の
現
代
的
課
題
』
二
三
二
頁
、
二
五
六
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
）〔
初
出
：

一
九
九
六
〕、
笠
井
正
俊
「
当
事
者
主
義
と
職
権
主
義
」
門
口
正
人
編
代
『
民
事
証
拠
法
大
系
第
一
巻
』
三
頁
、
二
一
頁
註
二
（
青
林
書
院
、
二
〇
〇
七
）、

笠
井
正
俊
「
弁
論
主
義
と
職
権
探
知
主
義
の
関
係
」
法
律
時
報
八
八
巻
八
号
一
九
頁
、
二
一
頁
（
二
〇
一
六
）。

（
18
）
さ
し
あ
た
り
参
照
、
山
田
文
「
職
権
探
知
手
続
に
お
け
る
手
続
規
律
・
序
論
」
法
学
論
叢
一
五
七
巻
三
号
一
頁
、
八
頁
以
下
（
二
〇
〇
五
）。
協
力

義
務
に
関
し
て
は
、
行
政
裁
判
所
系
列
の
手
続
法
典
に
関
し
て
も
議
論
の
蓄
積
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。
参
照
、
新
山
一
雄
「
西
ド

イ
ツ
に
お
け
る
職
権
探
知
原
則
」
雄
川
一
郎
献
呈
『
行
政
法
の
諸
問
題
（
下
）』
二
四
五
頁
、
二
五
八
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
一
九
九
〇
）。

（
19
）
ド
イ
ツ
で
は
、
我
が
国
の
人
事
訴
訟
に
匹
敵
す
る
家
事
事
件
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
、
か
つ
て
は
民
事
訴
訟
法
典
中
に
特
則
が
置
か
れ
て
い
た
が
、

現
在
で
は
二
〇
〇
八
年
制
定
の
「
家
事
事
件
お
よ
び
非
訟
事
件
の
手
続
に
関
す
る
法
律
（
Gesetz
über
das
V
erfahren
in
Fam
iliensachen
und

in
den
A
ngelegenheiten
der
freiw
illigen
Gerichtsbarkeit）」（
Fam
FG）
が
規
定
を
置
い
て
い
る
。
参
照
、
垣
内
秀
介
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る

新
た
な
家
事
事
件
・
非
訟
事
件
手
続
法
の
制
定
」
法
の
支
配
一
五
二
号
三
五
頁
（
二
〇
〇
九
）。

（
20
）
本
間
靖
規
「
職
権
探
知
主
義
に
つ
い
て
―
―
人
事
訴
訟
手
続
を
中
心
に
」
同
『
手
続
保
障
論
集
』
五
二
一
頁
、
五
三
七
頁
以
下
（
信
山
社
、
二
〇
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一
五
）〔
初
出
：
二
〇
〇
八
〕、
本
間
靖
規
「
非
訟
事
件
手
続
に
お
け
る
職
権
探
知
主
義
に
関
す
る
覚
書
―
―
ド
イ
ツ
法
を
中
心
に
」
同
『
手
続
保
障

論
集
』
五
四
七
頁
、
五
五
八
頁
（
信
山
社
、
二
〇
一
五
）〔
初
出
：
二
〇
〇
八
〕、
高
田
昌
宏
「
非
訟
事
件
に
お
け
る
職
権
探
知
の
審
理
構
造
―
―
新

非
訟
事
件
手
続
法
・
家
事
事
件
手
続
法
の
制
定
を
契
機
と
し
て
」
法
曹
時
報
六
三
巻
一
一
号
、
二
九
頁
以
下
（
二
〇
一
一
）。

（
21
）
高
田
裕
成
編
著
『
家
事
事
件
手
続
法
』
二
〇
一
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
四
）。

（
22
）
金
子
修
『
逐
条
解
説
家
事
事
件
手
続
法
』
一
九
八
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
一
三
）。

（
23
）
松
川
正
毅
ほ
か
編
『
新
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
人
事
訴
訟
法
・
家
事
事
件
手
続
法
』
二
三
六
頁
〔
垣
内
秀
介
〕（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
三
）、

杉
山
悦
子
「
家
事
事
件
手
続
法
に
お
け
る
裁
判
所
と
当
事
者
の
役
割
」
徳
田
和
幸
古
稀
『
民
事
手
続
法
の
現
代
的
課
題
と
理
論
的
解
明
』
五
二
五
頁
、

五
三
八
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
一
七
）。

（
24
）
松
本
博
之
『
人
事
訴
訟
法
（
第
三
版
）』
六
二
頁
以
下
（
弘
文
堂
、
二
〇
一
二
）、
松
本
博
之
＝
上
野
泰
男
『
民
事
訴
訟
法
（
第
八
版
）』
四
四
頁
以

下
（
弘
文
堂
、
二
〇
一
五
）。
笠
井
・
前
掲
註
（
17
）
の
二
つ
の
論
文
も
同
旨
を
い
う
も
の
で
あ
る
。

（
25
）
旧
人
事
訴
訟
手
続
法
に
お
い
て
も
同
旨
の
規
定
が
存
在
し
た
（
同
一
四
条
、
三
一
条
）。
そ
こ
で
は
職
権
探
知
は
「
婚
姻
」
や
養
子
縁
組
「
ヲ
維
持

ス
ル
タ
メ
」
の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
（
同
一
四
条
、
二
六
条
）
が
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
職
権
探
知
の
片
面
性
は
現
行
法
で
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
参
照
、

梶
村
太
市
＝
徳
田
和
幸
編
著
『
家
事
事
件
手
続
法
（
第
三
版
）』
五
三
四
頁
以
下
〔
本
間
靖
規
〕（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
）。

（
26
）
山
木
戸
克
己
『
人
事
訴
訟
手
続
法
』
一
一
七
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
一
九
五
八
）。
よ
り
詳
細
に
は
、
畑
瑞
穂
・
前
掲
註
（
15
）
三
四
―
三
五
頁
。

（
27
）
松
川
ほ
か
編
・
前
掲
註
（
23
）
五
一
頁
〔
本
間
靖
規
〕。

（
28
）
豊
田
博
昭
「
職
権
探
知
義
務
に
関
す
る
一
考
察
―
―
ド
イ
ツ
嫡
出
否
認
訴
訟
に
み
る
訴
え
の
申
立
て
の
具
体
化
責
任
」
小
島
武
司
古
稀
（
続
）『
権

利
実
効
化
の
た
め
の
法
政
策
と
司
法
改
革
』
一
〇
二
五
頁
、
一
〇
五
一
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
九
）。

（
29
）
大
審
院
は
、「
凡
そ
裁
判
を
為
す
者
は
周
到
な
る
注
意
を
以
て
慎
重
審
理
を
遂
げ
審
理
を
探
究
す
る
に
努
力
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
固
よ
り
い
か

な
る
事
件
に
於
て
も
異
る
處
な
き
理
な
り
と
雖
、
殊
に
人
事
訴
訟
に
於
て
は
其
の
取
扱
ふ
處
人
の
最
重
大
な
る
身
分
関
係
な
る
が
故
に
裁
判
所
た
る

も
の
一
層
茲
に
留
意
し
以
て
萬
が
一
に
も
其
の
誤
認
識
な
か
る
べ
き
こ
と
を
期
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
法
律
が
此
種
訴
訟
に
於
て
一
般
民
事
訴
訟
の
原

則
た
る
当
事
者
主
義
を
捨
て
て
職
権
主
義
を
採
り
当
事
者
の
申
出
あ
る
と
否
に
拘
ら
ず
必
要
な
る
証
拠
は
裁
判
所
自
進
で
之
が
調
査
を
為
し
力
て
明

と
な
り
た
る
事
項
は
当
事
者
の
主
張
せ
ざ
る
も
の
と
雖
之
を
採
り
て
裁
判
の
資
料
と
な
す
べ
き
も
の
と
な
し
た
る
こ
と
亦
一
に
此
の
趣
旨
に
出
で
た

る
に
外
な
ら
ず
」
と
述
べ
た
う
え
で
、
控
訴
審
に
お
い
て
当
事
者
が
多
く
の
証
拠
申
出
を
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
一
回
の
口
頭
弁
論
を
開
い
た
の
み

で
第
一
審
に
提
出
さ
れ
た
証
拠
以
外
証
拠
調
べ
を
為
す
こ
と
な
く
結
審
し
た
こ
と
を
違
法
と
し
た
。

（
30
）
そ
の
他
の
例
に
つ
い
て
は
、
畑
・
前
掲
註
（
15
）
三
二
頁
。
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（
31
）
宇
賀
・
前
掲
註
（
14
）
二
二
五
頁
。

（
32
）
Fam
FG
制
定
前
の
状
況
つ
い
て
は
、
畑
・
前
掲
註
（
15
）
五
頁
以
下
。

（
33
）
た
だ
し
、
一
二
七
条
二
項
お
よ
び
三
項
は
、
訴
訟
関
係
人
が
主
張
し
な
い
事
実
に
つ
い
て
は
、
婚
姻
を
維
持
す
る
方
向
で
の
み
考
慮
で
き
る
な
ど
、

い
わ
ゆ
る
片
面
的
職
権
探
知
を
規
定
し
て
い
る
。

（
34
）
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
父
子
関
係
の
取
消
し
そ
れ
自
体
に
は
公
益
が
関
わ
ら
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
R
ainer
H
üßtege,in:H
einz

T
hom
as/
H
ans
Putzo（
H
rsg.),Zivilprozessordnung
K
om
m
entar,37.A
ufl.,2016,Fam
FG

§

177
Rn.1.

（
35
）
W
olf-R
üdigerSchenke,in:Ferdinand
O
.K
opp/
W
olf-RüdigerSchenke（
H
rsg.),V
erw
altungsgerichtsordnung
K
om
m
entar,22.

A
ufl.,2016,§

86
Rn.16.

（
36
）
新
山
・
前
掲
註
（
18
）
二
七
〇
頁
以
下
。
裁
判
所
の
事
案
解
明
の
義
務
を
語
る
も
の
と
し
て
、
U
lrich
H
erbert,in:Fritz
Gräber（
H
rsg.),

Finanzgerichtsordnung
m
itN
ebengesetzen
K
om
m
entar,8.A
ufl.,2015,§

76
Rn.10.

（
37
）
参
照
、
巽
智
彦
「
公
法
関
係
訴
訟
に
お
け
る
事
実
認
定
に
つ
い
て
―
―
憲
法
訴
訟
を
端
緒
と
し
て
」
成
蹊
法
学
八
五
号
一
〇
七
頁
、
一
二
〇
頁
以

下
（
二
〇
一
六
）。

（
38
）
第
二
テ
ー
ゼ
に
つ
い
て
、
Christian
von
Coelln,in:T
heodorM
aunz
etal.（
H
rsg.),Bundesverfassungsgerichtsgesetz,§

23
Rn.59

（
Stand:M
ai2009).第
一
テ
ー
ゼ
に
つ
い
て
、
Franz
K
lein,in:a.a.O
.,§

26
Rn.1（
Stand:jan.1987）

（
39
）
K
aiH
aberzettl,in:Christian
Burkiczak
etal.（
H
rsg.),Bundesverfassungsgerichtsgesetz,2015,§

26
Rn.4.D
ers.,Rn.3
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
裁
判
所
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
手
続
と
の
比
較
を
行
っ
て
い
る
。

（
40
）
宮
崎
良
夫
「
行
政
訴
訟
と
立
証
責
任
―
―
そ
の
理
論
史
的
考
察
」
同
『
行
政
訴
訟
の
法
理
論
』
一
七
七
頁
、
二
〇
七
-二
〇
八
頁
（
三
省
堂
、
一
九

八
四
）〔
初
出
：
一
九
八
〇
〕。

（
41
）
新
堂
・
前
掲
註
（
10
）
六
〇
二
頁
。

（
42
）
新
堂
・
前
掲
註
（
10
）
六
〇
五
頁
、
松
川
ほ
か
編
・
前
掲
註
（
27
）
二
三
四
頁
〔
垣
内
秀
介
〕。
近
時
の
ド
イ
ツ
公
法
学
で
は
こ
の
点
は
明
確
に
意

識
さ
れ
て
い
る
。
行
政
訴
訟
に
つ
い
て
、
W
olf-R
üdiger
Schencke,
V
erw
altungsprozessrecht,14.A
ufl.,2011,Rn.23;T
hom
as

W
ürtenberger,
V
erw
altungsprozessrecht,
3.
A
ufl.,
2011,
Rn.
577;
Steffen
D
etterbeck,
A
llgem
eines
V
erw
altungsrecht
m
it

V
erw
altungsprozessrecht,
14.
A
ufl.,
2016,
Rn.
949.
憲
法
訴
訟
に
つ
い
て
、
H
ans
Lechner/
R
üdiger
Zuck,

Bundesverfassungsgerichtsgesetz
K
om
m
entar,
7.
A
ufl.,
2015,

§

26
Rn.
10;
Christofer
Lenz/
R
onald
H
ansel,

Bundesverfassungsgerichtsgesetz,2.A
ufl.,2015,§

26
Rn.12.
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（
43
）
証
明
度
・
証
明
責
任
・
解
明
度
の
概
念
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
参
照
、
太
田
勝
造
『
裁
判
に
お
け
る
証
明
論
の
基
礎
』
一
〇
八
頁
以
下
（
弘
文
堂
、

一
九
八
二
）。

（
44
）
山
田
・
前
掲
註
（
18
）
一
五
頁
。
行
政
訴
訟
に
お
い
て
解
明
度
の
概
念
に
着
目
す
る
も
の
と
し
て
、
山
本
隆
司
「
行
政
手
続
お
よ
び
行
政
訴
訟
手

続
に
お
け
る
事
実
の
調
査
・
判
断
・
説
明
」
小
早
川
光
郎
古
稀
『
現
代
行
政
法
の
構
造
と
展
開
』
二
九
三
頁
、
二
九
九
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
）。

（
45
）
太
田
勝
造
「『
訴
訟
カ
裁
判
ヲ
為
ス
ニ
熟
ス
ル
ト
キ
』
に
つ
い
て
」
新
堂
幸
司
編
『
特
別
講
座
民
事
訴
訟
法
』
四
二
九
頁
、
四
三
七
頁
（
有
斐
閣
、

一
九
八
八
）。

（
46
）
い
わ
ゆ
る
「
審
理
不
尽
」
に
関
す
る
叙
述
で
あ
る
が
、
新
堂
・
前
掲
註
（
10
）
九
一
三
頁
。

（
47
）
三
木
浩
一
ほ
か
『
民
事
訴
訟
法
（
第
二
版
）』
二
二
一
頁
〔
三
木
浩
一
〕（
有
斐
閣
、
二
〇
一
五
）。

（
48
）
笠
井
・
前
掲
註
（
17
）「
当
事
者
主
義
と
職
権
主
義
」
二
六
頁
。

（
49
）
太
田
・
前
掲
註
（
43
）
一
一
四
頁
。

（
50
）
太
田
・
前
掲
註
（
45
）
四
三
七
頁
。

（
51
）
太
田
・
前
掲
註
（
45
）
四
三
八
頁
。

（
52
）
詳
細
な
研
究
と
し
て
、
新
山
一
雄
「
ド
イ
ツ
行
政
手
続
法
に
お
け
る
職
権
探
知
原
則
（
一
）
～
（
八
）」
自
治
研
究
六
八
巻
九
号
三
二
頁
～
六
九
巻

一
二
号
六
二
頁
（
一
九
九
二
―
九
三
）、
駒
林
良
則
「
職
権
探
知
原
則
と
協
力
義
務
」
大
阪
市
立
大
学
法
学
雑
誌
三
九
巻
三
・
四
号
一
二
二
頁
、
一
二

四
頁
以
下
（
一
九
九
三
）。

（
53
）
さ
ら
に
同
三
項
以
下
で
は
、
調
査
の
態
様
お
よ
び
範
囲
に
つ
い
て
上
級
庁
が
行
う
指
揮
（
W
eisungen）
等
に
つ
い
て
、
詳
細
な
定
め
が
置
か
れ

て
い
る
。

（
54
）
U
lrich
R
am
sauer,in:Ferdinand
O
.K
opp/
U
lrich
Ram
sauer,V
erw
altungsverfahrensgesetz
K
om
m
entar,17.A
ufl.,2016,§

24

Rn.7.

（
55
）
R
am
sauer,in:K
opp/
Ram
sauer,a.a.O
.A
nm
.54,§

24
Rn.36.

（
56
）
R
am
sauer,
in:K
opp/
Ram
sauer,a.a.O
.A
nm
.54,

§

24
Rn.36a,36b;D
ieter
K
allerhoff,in:Paul
Stelkens
et
al.（
H
rsg.),

V
erw
altungsverfahrensgesetz
K
om
m
entar,8.A
ufl.,2014,§

24
Rn.58;R
üdiger
E
ngel/
M
ario
Pfau,
in:T
hom
as
M
ann
et
al.

（
H
rsg.),V
erw
altungsverfahrensgesetz
Großkom
m
entar,2014,§

24
Rn
85.

（
57
）
小
早
川
光
郎
「
調
査
・
処
分
・
証
明
―
―
取
消
訴
訟
に
お
け
る
証
明
責
任
問
題
の
一
考
察
」
雄
川
一
郎
献
呈
『
行
政
法
の
諸
問
題
（
中
）』
二
四
九
頁
、

二
六
六
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
一
九
九
〇
）、
北
村
和
生
「
行
政
訴
訟
に
お
け
る
行
政
の
説
明
責
任
」
磯
部
力
ほ
か
『
行
政
法
の
新
構
想
Ⅲ
―
―
行
政
救



職権探知主義の諸相

86-47

済
法
』
八
五
頁
、
九
二
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
）、
新
山
一
雄
「
実
体
的
真
実
の
解
明
を
う
け
る
行
政
客
体
の
手
続
上
の
権
利
」
小
早
川
光
郎

古
稀
『
現
代
行
政
法
の
構
造
と
展
開
』
二
六
五
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
）、
山
本
・
前
掲
註
（
44
）。

（
58
）
V
gl.,Jens-Peter
Schneider
etal.（
H
rsg.),ReN
EU
A
L
-M
usterentw
urffür
ein
EU
-V
erw
altungsverfahrensrecht,2015.

（
59
）
H
erbert,in:Gräber,a.a.O
.,A
nm
.36,§

76Rn.83
は
、
こ
れ
を
「
強
化
さ
れ
た
被
告
の
協
力
義
務
」
と
形
容
し
て
お
り
、
裁
判
所
の
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
の
見
地
の
観
点
に
は
結
び
つ
け
て
い
な
い
。

（
i
）

§

113
V
w
GO

（
3）
H
ält
das
Gericht
eine
w
eitere
Sachaufklärung
für
erforderlich,kann
es,ohne
in
der
Sache
selbst
zu
entscheiden,den

V
erw
altungsaktund
den
W
iderspruchsbescheid
aufheben,sow
eitnach
A
rtoderU
m
fang
die
noch
erforderlichen
Erm
ittlungen

erheblich
sind
und
die
A
ufhebung
auch
unter
Berücksichtigung
der
Belange
der
Beteiligten
sachdienlich
ist.A
ufA
ntrag
kann

das
Gericht
bis
zum
Erlaß
des
neuen
V
erw
altungsakts
eine
einstw
eilige
Regelung
treffen,insbesondere
bestim
m
en,daß

Sicherheiten
geleistetw
erden
oderganz
oderzum
T
eilbestehen
bleiben
und
Leistungen
zunächstnichtzurückgew
ährtw
erden

m
üssen.D
erBeschluß
kann
jederzeitgeändertoderaufgehoben
w
erden.Eine
Entscheidung
nach
Satz
1
kann
nurbinnen
sechs

M
onaten
seitEingang
der
A
kten
der
Behörde
beiGerichtergehen.

（
ii
）

§

46
V
w
V
fG（
Folgen
von
V
erfahrens-und
Form
fehlern）

D
ie
A
ufhebung
einesV
erw
altungsaktes,dernichtnach

§

44
nichtig
ist,kann
nichtallein
deshalb
beanspruchtw
erden,w
eiler

unterV
erletzung
von
V
orschriften
überdasV
erfahren,die
Form
oderdie
örtliche
Zuständigkeitzustande
gekom
m
en
ist,w
enn

keine
andere
Entscheidung
in
der
Sache
hätte
getroffen
w
erden
können.

（
iii
）

§

46
V
w
V
fG（
Folgen
von
V
erfahrens-und
Form
fehlern）

D
ie
A
ufhebung
einesV
erw
altungsaktes,dernichtnach

§

44
nichtig
ist,kann
nichtallein
deshalb
beanspruchtw
erden,w
eiler

unterV
erletzung
von
V
orschriften
überdasV
erfahren,die
Form
oderdie
örtliche
Zuständigkeitzustande
gekom
m
en
ist,w
enn

offensichtlich
ist,dass
die
V
erletzung
die
Entscheidung
in
der
Sache
nichtbeeinflussthat.

（
iv
）

§

45
V
w
V
fG（
H
eilung
von
V
erfahrens-und
Form
fehlern）

（
1）
Eine
V
erletzung
von
V
erfahrens-oder
Form
vorschriften,die
nicht
den
V
erw
altungsakt
nach

§

44
nichtig
m
acht,ist

unbeachtlich,w
enn
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2.die
erforderliche
Begründung
nachträglich
gegeben
w
ird;

（
v
）

§

45
V
w
V
fG（
H
eilung
von
V
erfahrens-und
Form
fehlern）

（
2）
H
andlungen
desA
bsatzes1
N
r.2
bis5
dürfen
nurbiszum
A
bschluß
einesV
orverfahrensoder,fallsein
V
orverfahren
nicht

stattfindet,bis
zur
Erhebung
der
verw
altungsgerichtlichen
K
lage
nachgeholtw
erden.

（
vi
）

§

45
V
w
V
fG（
H
eilung
von
V
erfahrens-und
Form
fehlern）

（
2）
H
andlungen
nach
A
bsatz
1
können
bis
zum
A
bschluss
der
letzten
T
atsacheninstanz
eines
verw
altungsgerichtlichen

V
erfahrens
nachgeholtw
erden.

（
vii
）

§

114
V
w
GO

Sow
eit
die
V
erw
altungsbehörde
erm
ächtigt
ist,
nach
ihrem
Erm
essen
zu
handeln,
prüft
das
Gericht
auch,
ob
der

V
erw
altungsaktoder
die
A
blehnung
oder
U
nterlassung
des
V
erw
altungsakts
rechtsw
idrig
ist,w
eildie
gesetzlichen
Grenzen

desErm
essensüberschritten
sind
odervon
dem
Erm
essen
in
einerdem
Zw
eck
derErm
ächtigung
nichtentsprechenden
W
eise

Gebrauch
gem
achtist.D
ieV
erw
altungsbehördekann
ihreErm
essenserw
ägungen
hinsichtlich
desV
erw
altungsaktesauch
noch

im
verw
altungsgerichtlichen
V
erfahren
ergänzen.

（
viii
）

§

86
V
w
GO

（
1）
D
asGerichterforschtden
Sachverhaltvon
A
m
tsw
egen;die
Beteiligten
sind
dabeiheranzuziehen.Esistan
dasV
orbringen

und
an
die
Bew
eisanträge
der
Beteiligten
nichtgebunden.

（
ix
）
A
rt.19
GG

（
4）
W
ird
jem
and
durch
die
öffentliche
Gew
altin
seinen
Rechten
verletzt,so
stehtihm
derRechtsw
eg
offen.Sow
eiteine
andere

Zuständigkeitnichtbegründetist,istder
ordentliche
Rechtsw
eg
gegeben.A
rtikel10
A
bs.2
Satz
2
bleibtunberührt.

（
x
）
A
rt.20
GG

（
3）
D
ie
Gesetzgebung
istan
die
verfassungsm
äßige
O
rdnung,die
vollziehende
Gew
altund
die
Rechtsprechung
sind
an
Gesetz

und
Rechtgebunden.

（
xi
）

§
113
V
w
GO

（
1）
Sow
eit
der
V
erw
altungsakt
rechtsw
idrig
und
der
K
läger
dadurch
in
seinen
Rechten
verletzt
ist,hebt
das
Gericht
den

V
erw
altungsaktund
den
etw
aigen
W
iderspruchsbescheid
auf.IstderV
erw
altungsaktschon
vollzogen,so
kann
dasGerichtauf
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A
ntrag
auch
aussprechen,daß
und
w
ie
die
V
erw
altungsbehörde
die
V
ollziehung
rückgängig
zu
m
achen
hat.D
ieserA
usspruch

istnur
zulässig,w
enn
die
Behörde
dazu
in
der
Lage
und
diese
Frage
spruchreifist.H
atsich
der
V
erw
altungsaktvorher
durch

Zurücknahm
e
oder
anders
erledigt,so
sprichtdas
GerichtaufA
ntrag
durch
U
rteilaus,daß
der
V
erw
altungsaktrechtsw
idrig

gew
esen
ist,w
enn
der
K
läger
ein
berechtigtes
Interesse
an
dieser
Feststellung
hat.

（
xii
）

§

27
Fam
FG（
M
itw
irkung
der
Beteiligten）

（
1）
D
ie
Beteiligten
sollen
beider
Erm
ittlung
des
Sachverhalts
m
itw
irken.

（
2）
D
ie
Beteiligten
haben
ihre
Erklärungen
über
tatsächliche
U
m
stände
vollständig
und
der
W
ahrheitgem
äß
abzugeben.

（
xiii
）

§

26
Fam
FG（
Erm
ittlung
von
A
m
ts
w
egen）

D
as
Gerichthatvon
A
m
ts
w
egen
die
zur
Feststellung
der
entscheidungserheblichen
T
atsachen
erforderlichen
Erm
ittlungen

durchzuführen.

（
xiv
）

§

127
Fam
FG（
Eingeschränkte
A
m
tserm
ittlung）

（
1）
D
as
Gericht
hat
von
A
m
ts
w
egen
die
zur
Feststellung
der
entscheidungserheblichen
T
atsachen
erforderlichen

Erm
ittlungen
durchzuführen.

（
xv
）

§

113
Fam
FG（
A
nw
endung
von
V
orschriften
der
Zivilprozessordnung）

（
1）
In
Ehesachen
und
Fam
ilienstreitsachen
sind
die

§
§

2
bis
22,23
bis
37,40
bis
45,46
Satz
1
und
2
sow
ie
die

§
§

47
und
48

sow
ie
76
bis
96
nichtanzuw
enden.Es
gelten
die
A
llgem
einen
V
orschriften
der
Zivilprozessordnung
und
die
V
orschriften
der

Zivilprozessordnung
über
das
V
erfahren
vor
den
Landgerichten
entsprechend.

（
xvi
）

§

177
Fam
FG（
Eingeschränkte
A
m
tserm
ittlung;förm
liche
Bew
eisaufnahm
e）

（
1）
Im
V
erfahren
aufA
nfechtung
der
V
aterschaft
dürfen
von
den
beteiligten
Personen
nicht
vorgebrachte
T
atsachen
nur

berücksichtigt
w
erden,w
enn
sie
geeignet
sind,dem
Fortbestand
der
V
aterschaft
zu
dienen,oder
w
enn
der
die
V
aterschaft

A
nfechtende
einer
Berücksichtigung
nichtw
iderspricht.

（
xvii
）

§
86
V
w
GO

（
1）
D
asGerichterforschtden
Sachverhaltvon
A
m
tsw
egen;die
Beteiligten
sind
dabeiheranzuziehen.Esistan
dasV
orbringen

und
an
die
Bew
eisanträge
der
Beteiligten
nichtgebunden.

（
xviii
）

§

103
SGG
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D
asGerichterforschtden
Sachverhaltvon
A
m
tsw
egen;die
Beteiligten
sind
dabeiheranzuziehen.Esistan
dasV
orbringen
und

die
Bew
eisanträge
der
Beteiligten
nichtgebunden.

（
xix
）

§

76
FGO

（
1）
D
as
Gerichterforschtden
Sachverhaltvon
A
m
ts
w
egen.D
ie
Beteiligten
sind
dabeiheranzuziehen.D
as
Gerichtistan
das

V
orbringen
und
an
die
Bew
eisanträge
der
Beteiligten
nichtgebunden.

（
xx
）

§

26
BV
erfGG

（
1）
D
asBundesverfassungsgerichterhebtden
zurErforschung
derW
ahrheiterforderlichen
Bew
eis.Eskann
dam
itaußerhalb

der
m
ündlichen
V
erhandlung
ein
M
itglied
des
Gerichts
beauftragen
oder
m
it
Begrenzung
auf
bestim
m
te
T
atsachen
und

Personen
ein
anderes
Gerichtdarum
ersuchen.

（
xxi
）

§

24
V
w
V
fG（
U
ntersuchungsgrundsatz）

（
1）
D
ie
Behörde
erm
ittelt
den
Sachverhalt
von
A
m
ts
w
egen.Sie
bestim
m
t
A
rt
und
U
m
fang
der
Erm
ittlungen;an
das

V
orbringen
und
an
die
Bew
eisanträge
der
Beteiligten
istsie
nichtgebunden.

（
xxii
）

§

24
V
w
V
fG（
U
ntersuchungsgrundsatz）

（
2）
D
ie
Behörde
hatalle
für
den
Einzelfallbedeutsam
en,auch
die
für
die
Beteiligten
günstigen
U
m
stände
zu
berücksichtigen.

（
xxiii
）

§

20（
U
ntersuchungsgrundsatz）
SGB
X

（
1）
D
ie
Behörde
erm
ittelt
den
Sachverhalt
von
A
m
ts
w
egen.Sie
bestim
m
t
A
rt
und
U
m
fang
der
Erm
ittlungen;an
das

V
orbringen
und
an
die
Bew
eisanträge
der
Beteiligten
istsie
nichtgebunden.

（
2）
D
ie
Behörde
hatalle
für
den
Einzelfallbedeutsam
en,auch
die
für
die
Beteiligten
günstigen
U
m
stände
zu
berücksichtigen.

（
xxiv
）

§

88
A
O
（
U
ntersuchungsgrundsatz）

（
1）
D
ie
Finanzbehörde
erm
itteltden
Sachverhaltvon
A
m
tsw
egen.D
abeihatsie
alle
fürden
Einzelfallbedeutsam
en,auch
die

für
die
Beteiligten
günstigen
U
m
stände
zu
berücksichtigen.

（
2）
D
ie
Finanzbehörde
bestim
m
t
A
rt
und
U
m
fang
der
Erm
ittlungen
nach
den
U
m
ständen
des
Einzelfalls
sow
ie
nach
den

Grundsätzen
derGleichm
äßigkeit,Gesetzm
äßigkeitund
V
erhältnism
äßigkeit;an
dasV
orbringen
und
an
die
Bew
eisanträge
der

Beteiligten
ist
sie
nicht
gebunden.
Bei
der
Entscheidung
über
A
rt
und
U
m
fang
der
Erm
ittlungen
können
allgem
eine

Erfahrungen
der
Finanzbehörden
sow
ie
W
irtschaftlichkeitund
Zw
eckm
äßigkeitberücksichtigtw
erden.
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（
xxv
）
ReN
EU
A
L
III-10
-III-15（
Inform
ationserhebung）

III-10（
A
m
tserm
ittlungsgrundsatz）

（
1）
D
ie
Behörde
hatden
FallvoreinerEntscheidung
sorgfältig
und
unparteiisch
zu
untersuchen.D
abeihatsie
alle
relevanten

U
m
stände,
einschließlich
solcher,
die
für
die
Parteien
günstig
sind,
zu
berücksichtigen
und
angem
essen
in
ihrer

Entscheidungsfindung
zu
gew
ichten,w
ährend
sie
irrelevante
U
m
stände
unberücksichtigt
lässt.D
ie
Behörde
erhebt
alle

Bew
eise,die
sie
für
die
Sachverhaltserm
ittlung
im
Einzelfallals
erforderlich
erachtet.

（
xxvi
）

§

24
V
w
V
fG（
U
ntersuchungsgrundsatz）

（
1）
......Setzt
die
Behörde
autom
atische
Einrichtungen
zum
Erlass
von
V
erw
altungsakten
ein,m
uss
sie
für
den
Einzelfall

bedeutsam
e
tatsächliche
A
ngaben
des
Beteiligten
berücksichtigen,die
im
autom
atischen
V
erfahren
nichterm
itteltw
ürden.

（
xxvii
）

§

76
FGO

（
4）
D
ie
V
erpflichtung
der
Finanzbehörde
zur
Erm
ittlung
des
Sachverhalts（

§
§

88,89
A
bs.1
der
A
bgabenordnung）
w
ird

durch
das
finanzgerichtliche
V
erfahren
nichtberührt.


